
令和５年度当初予算　債務負担行為に係る施工箇所等

(単位：千円）

R５年度
①

R６年度
以降　②

85
地方合同庁舎改修事業
（高島合同庁舎受変電設備改修
工事）

令和5年度から
令和6年度まで

37,067 0 37,067 37,067 高島市今津町今津

86
建設業許可申請受付・公共工事
システムデータ入力等業務

令和5年度から
令和6年度まで

11,006 0 11,006 11,006 大津市京町四丁目

87 県市町入札参加資格審査等業務
令和5年度から
令和6年度まで

8,264 0 8,264 8,264 大津市京町四丁目

88 道路管理者損害賠償責任保険
令和5年度から
令和6年度まで

10,000 0 10,000 10,000 大津市京町四丁目

89
土木積算支援ソフトウェアライセン
ス賃借

令和5年度から
令和6年度まで

3,168 0 3,168 3,168 大津市京町四丁目

　本業務は、建設業許可ファイル閲覧申請受付業務、建設業法による
許可申請受付・案内業務、経営事項審査申請受付準備業務、公共工
事総合システムに関するデータ入力業務等を委託するものである。
　年度当初から業務を行う必要があり、適正な入札執行を行うために債
務負担行為により実施したい。

　本業務は、令和6年4月1日から受付を開始する令和7年度建設工事
等入札参加有資格者名簿に掲載するための資格審査申請の受付、審
査を委託するものである。
　年度当初から業務を行う必要があり、適正な入札執行を行うために、
債務負担行為により実施したい。

　県管理道路に関する道路管理者損害賠償責任保険の加入につい
て、令和６年４月１日から、年間を通じた保険契約が必要であることか
ら、適正な入札執行を行うため、債務負担行為により実施したい。

　入札の公平性、公正性を確保する上で極めて重要である工事の設計
金額の算定にあたり、民間積算ソフトを導入して官積算額のチェックを
行うものである。
　工事発注については年間を通じて行われるものであるため、年度当
初から本ソフトウェアを利用する必要があり、適正な入札執行を行うため
に債務負担行為により実施したい。

施工箇所 理 　　　　　　由

　電気設備の老朽化が進み、早急な改修工事を行う必要がある。特に、
高圧受電設備改修については、新旧受電設備の切り替え時に３日間外
部電源を遮断するため、３連休に工事を行う必要がある。
　土木事務所において、冬季は雪寒待機による職員の休日出勤の可
能性があり、雪寒待機の時期までに工事を完了するためには年度をま
たいだ工期設定が必要である。このことから、債務負担行為により実施
したい。

番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

90
道路交通調査
（高規格道路調査検討業務）

令和6年度 99,450 204,000 99,450 303,450
東近江市域～三重
県伊賀市域

91
補助道路整備事業
（国道303号）

令和6年度から
令和7年度まで

385,000 162,000 385,000 547,000

長浜市木之本町音
羽

長浜市木之本町金
居原～木之本町杉
野

長浜市木之本町木
之本

高島市今津町北生
見～今津町保坂

長浜市西浅井町岩
熊～西浅井町塩津
浜

92
補助道路整備事業
（国道306号）

令和6年度 20,000 10,000 20,000 30,000 多賀町多賀～久徳

　名神名阪連絡道路は、滋賀県東近江市の名神高速道路八日市IC付
近から、三重県伊賀市の名阪国道上柘植IC付近へ至る高規格道路で
あり、現在この道路の建設に向けて環境影響調査業務等を行っている
ところである。
　本業務は、環境影響評価に係る書類作成、鳥類調査、動植物、大気
および騒音等の調査を行うものである。
　これらの業務は、分割することが困難で、一定期間継続的な実施が必
要であり、年度をまたいだ工期設定が必要であることから、債務負担行
為により実施したい。

　金居原・杉野工区は、幅員狭小かつ線形不良の区間があるため、拡
幅および線形改良整備を行うものである。
　当工区は、冬期の降雪期間の施工が困難であるため、年度をまたい
だ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施した
い。
　杉野・杉本工区は、幅員狭小かつ線形不良の区間があるため、拡幅
および線形改良整備を行うものである。
　当工区は、冬期の降雪期間の施工が困難であるため、年度をまたい
だ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施した
い。
　木之本工区は、小中学校の通学路となっているが、歩道が無いため、
朝夕の通学時には児童と車両等が輻輳し危険な状態となっていること
から歩道整備を行うものである。
　当工区は、冬期の降雪期間の施工が困難であるため、年度をまたい
だ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施した
い。
　追分工区は、道路改良に先駆け石田川の河道の付け替えを行い、そ
の後にバイパスとして道路を施工するものである。河川内工事のため渇
水期に制限されることから、年度をまたいだ工期設定が必要である。こ
のことにより、債務負担行為により実施したい。
　岩熊工区は、通学生の安全を確保するため、歩道整備を実施するも
のである。
　当工区は、用地測量の実施に当たって、事業効果の早期発現や業務
の平準化を推進するため、年度をまたいだ工期設定が必要である。こ
のことにより、債務負担行為により実施したい。

　多賀工区は、通学生の安全を確保するため、歩道整備を実施するも
のである。
　当工区は、詳細設計の実施に当たって、事業効果の早期発現や業務
の平準化を推進するため、年度をまたいだ工期設定が必要である。こ
のことにより、債務負担行為により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

93
補助道路整備事業
（国道307号）

令和6年度 90,000 105,000 90,000 195,000
愛荘町斧磨

甲賀市信楽町江田

94
補助道路整備事業
（国道365号）

令和6年度 30,000 81,000 30,000 111,000 米原市野一色

95
補助道路整備事業
（国道367号）

令和6年度から
令和7年度まで

300,000 110,000 300,000 410,000 高島市朽木大野

96
補助道路整備事業
（国道421号）

令和6年度から
令和7年度まで

880,000 413,000 880,000 1,293,000

東近江市相谷町～
萱尾町

東近江市蓼畑町

97
補助道路整備事業
（国道477号）

令和6年度から
令和7年度まで

230,000 507,820 230,000 737,820

竜王町西横関

竜王町山之上

大津市伊香立途中
町

守山市立田町～守
山市洲本町

　野一色工区は、交差点改良および道路拡幅を進めており、交差点付
近の道路拡幅工事を計画している。
　当工区は、信号機やNTTの支障物件があり、移設補償後に引き続き
工事に着手する必要があるため、年度をまたいだ工期設定が必要であ
る。このことにより、債務負担行為により実施したい。

　大野（桑野橋）工区は、安曇川に架かる橋梁で架替え工事を実施する
ものである。
　当工区は、河川内工事のため渇水期に制限されることから、年度をま
たいだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実
施したい。

　相谷工区、佐目工区、萱尾工区は、いずれも隣接するダム湖に沿っ
て道路を拡幅する工事を実施するが、その水位に影響を受け、施工期
間が制限されることから、年度をまたいだ工期設定が必要である。この
ことにより、債務負担行為により実施したい。
　蓼畑工区は、冬季期間の積雪が多い上に、蓼畑橋に近接する道の駅
を拠点として、夏はキャンプ、秋は登山などの観光客が多数訪れる観光
地となっている。このことから工事可能時期が春先と限定されるため、年
度をまたいだ工期設定が必要であり、債務負担行為により事業を実施
したい。

　西横関工区・山之上工区・伊香立途中工区は、通学生の安全を確保
するため、歩道整備を実施するものである。
　西横関工区では、右折車線を確保するために実施する橋梁拡幅工事
が河川内工事となり、工期が渇水期に制限されることから、年度をまた
いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施し
たい。
　山之上工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事
を進めるため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、
債務負担行為により実施したい。
　伊香立途中工区は、河川側への道路拡幅工事が河川内工事となり、
渇水期に制限されることから、年度をまたいだ工期設定が必要である。
このことにより、債務負担行為により実施したい。
 　立田・洲本工区は、幅員が狭く、線形が不良なうえ大型車を含む交
通量の増加等により交通障害となっていることから、幹線道路ネットワー
クを形成するバイパスを整備するものである。
　当工区は、近接する発注済工事の進度にあわせての工事着手となる
ことから、適正工期を確保すると、年度をまたいだ工期設定が必要であ
る。このことにより、債務負担行為により実施したい。

　斧磨工区は、通学生の安全を確保するため、歩道整備を実施するも
のである。
　当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進
めるため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務
負担行為により実施したい。
　長野・江田工区は、分割施工が困難な大規模切土工事であるため、
年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為
により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

99
補助道路整備事業
（木津信楽線）

令和6年度 50,000 136,000 50,000 186,000 甲賀市信楽町杉山

100
補助道路整備事業
（栗東信楽線）

令和6年度 50,000 145,000 50,000 195,000 栗東市林～六地蔵

101
補助道路整備事業
（近江八幡竜王線）

令和6年度 50,000 370,000 50,000 420,000
近江八幡市千僧供
町～倉橋部町

98
補助道路整備事業
（大津能登川長浜線）

令和6年度から
令和7年度まで

3,550,000 2,495,000 3,550,000 6,045,000

草津市馬場町～栗
東市上砥山

栗東市上砥山～目
川

栗東市岡

草津市若草

東近江市今町～安
土町下豊浦

近江八幡市音羽町
～浅小井町

米原市朝妻筑摩～
彦根市松原町

　馬場・上砥山工区は、工事を一体的に発注する必要があることから、
大規模工事となり年度をまたいだ工期設定が必要である。このことによ
り、債務負担行為により実施したい。
　上砥山・目川工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避し
て工事を進めるため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このこと
により、債務負担行為により実施したい。
　岡工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進
めるため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務
負担行為により実施したい。
　若草工区は、通学生の安全を確保するため、横断歩道橋整備を実施
するものである。当工区は、学校の長期休暇期間の施工となるため、適
正工期を確保すると、年度をまたいだ工期設定が必要である。このこと
により、債務負担行為により実施したい。
　安土工区は、輻輳する多種の調査設計を長期にわたり実施するた
め、一体的に発注する必要があることから、大規模委託となり年度をま
たいだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実
施したい。
　能登川工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事
を進めるため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、
債務負担行為により実施したい。
　西庄工区は、通学生の安全を確保するため、歩道整備を実施するも
のである。当工区は、用地買収後に引き続き工事に着手する必要があ
り、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行
為により実施したい。
　長沢工区は、「ビワイチ」のナショナルサイクルルート指定に伴い、国
の制度基準に合致したコースとなるよう自転車通行空間の整備を行う工
事である。当工区は、サイクリストの通行が少ない冬期からの工事着工
となることから、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、
債務負担行為により実施したい。

　杉山工区は、小中学校の通学路となっているが、幅員狭小かつ線形
不良の区間があり、児童が危険な状態となっていることから、道路整備
を行うものである。
　今回、一級河川信楽川を移設することによる拡幅工事を実施するが、
河川内工事のため渇水期に制限されることから、年度をまたいだ工期
設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。

　林・六地蔵工区は、南部管内を南北に結ぶ主要幹線道路でありがな
がら、現道は屈曲し狭隘なため、幹線道路ネットワークを形成するバイ
パスを整備するものである。
　当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進
めるため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務
負担行為により実施したい。

　千僧供町・倉橋部工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回
避して工事を進めるため、年度をまたいだ工期設定が必要である。この
ことにより、債務負担行為により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

102
補助道路整備事業
（多賀醒井線）

令和6年度 50,000 137,000 50,000 187,000 多賀町久徳～河内

103
補助道路整備事業
（大津草津線）

令和6年度 30,000 45,000 30,000 75,000 草津市矢橋町

104
補助道路整備事業
（愛知川彦根線）

令和6年度 50,000 190,000 50,000 240,000
彦根市稲枝町～彦
富町

105
補助道路整備事業
（甲賀土山線）

令和6年度 10,000 10,000 10,000 20,000
甲賀市甲賀町鳥居
野

106
補助道路整備事業
（湖東愛知川線）

令和6年度 20,000 20,000 20,000 40,000 愛荘町市～沓掛

107
補助道路整備事業
（山東本巣線）

令和6年度から
令和7年度まで

250,000 64,000 250,000 314,000 米原市甲津原

　鳥居野工区は、通学生の安全を確保するため、歩道を整備するもの
である。
　当工区は用地測量の実施に当たって、事業効果の早期発現や業務
の平準化を推進するため、年度をまたいだ工期設定が必要である。こ
のことにより、債務負担行為により実施したい。

　市・沓掛工区は、通学生の安全を確保するため、歩道整備を実施す
るものである。
　当工区は、詳細設計の実施に当たって、事業効果の早期発現や業務
の平準化を推進するため、年度をまたいだ工期設定が必要である。こ
のことにより、債務負担行為により実施したい。

　甲津原工区は、奥伊吹スキ－場などの観光資源に恵まれているととも
に地域の生活の場として県内外を問わず多くの方に利用されている。し
かし、当工区は、現道が狭小でカーブ区間も多く交通の難所であるた
め、早期の改修が望まれている。
　このため、現道の東側にバイパスを整備し、交通課題の解消に向け取
り組んでおり、令和５年度より工事着手を計画している。
　令和５年度は盛土を行い補強土留めにて道路整備を行う区間を施工
する計画で大規模工事となるため、年度をまたいだ工期設定が必要で
ある。このことにより、債務負担行為により実施したい。

　久徳・河内工区は、幅員狭小であり、通勤、通学の交通安全の確保を
図ることから、現道拡幅を行うものである。
　当工区は、河川内工事のため渇水期に制限されることから、年度をま
たいだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実
施したい。

　矢橋中央工区は、通学生の安全を確保するため、歩道整備および交
差点改良を実施するものである。
　当工区は、学校の長期休暇期間の施工となるため、適正工期を確保
すると、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務負
担行為により実施したい。

　愛知川彦根線は国道8号～彦根近江八幡線(湖岸道路)を結ぶ、約
7.0kmの主要地方道である。未整備となっている彦根市野良田町(県道
稲枝沢線)～彦富町(大津能登川長浜線)間0.985kmの道路整備および
JR琵琶湖線立体化(アンダー)を図る。
　当工区は、用地取得が完了し、暫定供用していた立体交差部を完成
させるものである。前回の暫定工事でも地盤が軟弱なため対策工が必
要となり日数を要したことを踏まえ、年度をまたいだ工期設定が必要と
なることから、債務負担行為により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

108
補助道路整備事業
（土山蒲生近江八幡線）

令和6年度 20,000 50,000 20,000 70,000 日野町鎌掛

109
補助道路整備事業
（草津守山線）

令和6年度 50,000 20,000 50,000 70,000 守山市播磨田町

110
補助道路整備事業
（木之本長浜線）

令和6年度 30,000 95,005 30,000 125,005
長浜市森町～祇園
町

111
補助道路整備事業
（伊香立浜大津線）

令和6年度から
令和7年度まで

200,000 447,000 200,000 647,000 大津市千野～坂本

112
補助道路整備事業
（近江八幡守山線）

令和6年度 300,000 1,015,018 300,000 1,315,018
守山市川田町～野
洲市比江

113
補助道路整備事業
（甲南阿山伊賀線）

令和6年度 60,000 50,000 60,000 110,000
甲賀市甲南町野田
～甲南町新治

　千野・坂本工区は、幅員狭小であるため、バイパスを整備し、円滑な
交通の確保を行うものである。
　近接する発注済工事の進度にあわせての工事着手となることから、適
正工期を確保すると、年度をまたいだ工期設定が必要である。このこと
により、債務負担行為により実施したい。

　大津湖南幹線工区は、県南部地域の渋滞の解消と沿線の発展を目
標に、（都）大津湖南幹線を近江八幡守山線のバイパス（4車線）として
整備を行うものである。
　当工区は、4車線の道路工事を一体的に発注する必要があることか
ら、大規模工事となり年度をまたいだ工期設定が必要である。このこと
により、債務負担行為により実施したい。

  新治南工区は、甲賀市甲南町東部地域と新名神信楽甲南インターへ
のアクセス強化および災害時の代替道路として整備するものである。
　当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進
めるため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務
負担行為により実施したい。

　森祇園工区は、人家や事業所が連坦した地域において現道拡幅によ
り工事進めており、今回は自動車会社を移転しての拡幅工事となる。こ
のため、拡幅工事は営業所の移設補償後に引き続き着手する必要が
ある。
　このことから、年度をまたいだ工期設定が必要であり、債務負担行為
により実施したい。

　鎌掛工区は、幅員狭小かつ線形不良の区間であるため、拡幅工事を
行うものである。
　当工区は、工事を一体的に発注する必要があることから、大規模工事
となり年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担
行為により実施したい。

　播磨田工区は、通学生の安全を確保するため、歩道整備および交差
点改良を実施するものである。
　当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進
めるため、年度またいだ工期設定が必要である。このことにより、債務負
担行為により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

114
補助道路整備事業
（東湯舟甲賀線）

令和6年度 150,000 52,000 150,000 202,000
甲賀市甲賀町高嶺
～甲賀町和田

115
補助道路整備事業
（栗見八日市線）

令和6年度 150,000 45,000 150,000 195,000

東近江市福堂町～
乙女浜町

東近江市建部日吉
町

116
補助道路整備事業
（南郷桐生草津線）

令和6年度 200,000 79,000 200,000 279,000
大津市里

大津市枝

117
補助道路整備事業
（赤野井守山線）

令和6年度 100,000 45,000 100,000 145,000 守山市赤野井町

118
補助道路整備事業
（幸津川服部線）

令和6年度 100,000 50,000 100,000 150,000 守山市服部町

119
補助道路整備事業
（木部野洲線）

令和6年度 50,000 60,000 50,000 110,000
野洲市市三宅～久
野部

　稲荷大橋工区は、通学生の安全を確保するため、歩道整備および既
設橋梁の耐震補強工事を実施するものである。
　当工区は、野洲川を渡河する橋の補強工を行うものであるが、河川内
工事のため渇水期に制限されることから、年度をまたいだ工期設定が
必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。

　本路線は、国道８号から大津能登川長浜線、旧中主町を結ぶ重要な
路線であるが、幅員狭小で線形も悪く、大型車の離合も困難な状況で
ある。また、小学校にも接続しており、通学路としての早期の安全対策
を求められている。このため、現道拡幅を行い交通の円滑化と安全対
策を行うものである。
　久野部工区は、人家連担中を現道拡幅するものであることから、用地
買収後に引き続き工事に着手する必要があり、年度をまたいだ工期設
定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。

　高嶺和田工区は、通学生の安全を確保するため、歩道を整備するも
のである。
　当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進
めるため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務
負担行為により実施したい。

　乙女浜工区・建部日吉工区は、通学生の安全を確保するため、歩道
整備を実施するものである。
　当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進
めるため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務
負担行為により実施したい。

　里工区・枝工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して
工事を進めるため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことに
より、債務負担行為により実施したい。

　赤野井工区は、通学生の安全を確保するため、路肩拡幅による歩行
空間の整備および交差点改良を行うものである。
　当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進
めるため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務
負担行為により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

120
補助道路整備事業
（水口竜王線）

令和6年度 70,000 30,000 70,000 100,000
甲賀市水口町伴中
山

121
補助道路整備事業
（下羽田市辺線）

令和6年度 30,000 40,000 30,000 70,000
東近江市柏木町～
上平木町

122
補助道路整備事業
（神郷彦根線）

令和6年度から
令和8年度まで

2,270,000 740,000 2,270,000 3,010,000
東近江市神郷町～
愛荘町川原

123
補助道路整備事業
（八日市五個荘線）

令和6年度 100,000 55,000 100,000 155,000
東近江市建部日吉
町～五個荘伊野部
町

124
補助道路整備事業
（雨降野今在家八日市線）

令和6年度から
令和7年度まで

250,000 60,000 250,000 310,000
東近江市中岸本町
～東近江市神田町

125
補助道路整備事業
（北落豊郷線）

令和6年度 30,000 200,000 30,000 230,000 豊郷町目加田

126
補助道路整備事業
（佐目敏満寺線）

令和6年度 50,000 170,000 50,000 220,000 多賀町敏満寺

　建部日吉工区は、通学生の安全を確保するため、歩道を整備するも
のである。
　当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進
めるため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務
負担行為により実施したい。

　中岸本・神田工区は、愛知川を渡る御河辺橋の架け替えを実施する
ものであるが、事業効果の早期発現や用地測量、道路詳細設計業務
等の平準化を推進するため、年度を跨いだ工期設定が必要である。こ
のことにより、債務負担行為により実施したい。

　本事業は県道北落豊郷線と県道松尾寺豊郷線とを結ぶバイパス整備
を行い、国道8号から湖東三山スマートICまでのアクセス向上を図るもの
である。
　目加田工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事
を進めるため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、
債務負担行為により実施したい。

　多賀SIC工区は、多賀SIC（上り）へのアクセス道路として、バイパス整
備を行うものである。
　当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進
めるため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務
負担行為により実施したい。

　伴中山工区は、通学生の安全を確保するため、歩道整備および交差
点改良を実施するものである。
　当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進
めるため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務
負担行為により実施したい。

　上平木・柏木工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避し
て工事を進めるため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このこと
により、債務負担行為により実施したい。

　神郷・川原工区は、近接する国道8号の慢性的な渋滞の交通流の分
散を目的に、愛知川を渡河する橋梁を含む約2.0kmの整備を行うもの
である。
　当工区は、工事を一体的に発注する必要があることから、大規模工事
となり年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担
行為により実施したい。
　また、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進める
ため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担
行為により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

127
補助道路整備事業
（水谷彦根線）

令和6年度 50,000 83,000 50,000 133,000 多賀町水谷

128
補助道路整備事業
（加田田村線）

令和6年度 15,000 15,000 15,000 30,000 長浜市加田町

129
補助道路整備事業
（大野木志賀谷長浜線）

令和6年度 70,000 157,000 70,000 227,000

長浜市本庄町

長浜市永久寺町

長浜市鳥羽上町

130
補助道路整備事業
（大鹿寺倉線）

令和6年度 70,000 102,000 70,000 172,000
米原市山室～多和
田

131
補助道路整備事業
（丁野虎姫長浜線）

令和6年度 20,000 60,000 20,000 80,000 長浜市大井町

132
補助道路整備事業
（郷野湖北線）

令和6年度 10,000 25,000 10,000 35,000
長浜市湖北町伊部
～湖北町留目

　本庄工区は、交差点改良を行うものである。田畑部と隣接する工事で
あり、農繁期を回避して工事を進めるため、年度をまたいだ工期設定が
必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
　永久寺工区は、移設補償後に引き続き工事に着手する必要があり、
年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為
により実施したい。
　鳥羽上工区は、設計業務を一体的に発注する必要があることから、年
度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為に
より実施したい。

  山室工区は、縦断勾配が急勾配であるため冬期の車両通行に支障を
来たしているため、必要な箇所を整備することにより、交通の安全を確
保するものである。
　当工区は、工事を一体的に発注する必要があることから、年度をまた
いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施し
たい。

　大井工区は、一級河川姉川に架設されている橋梁１橋を撤去するも
のであり、河川内工事のため渇水期に制限されることから、年度をまた
いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施し
たい。

　伊部・留目工区は、人家連坦地域において現道拡幅による整備を計
画しており、途中交差点が３箇所ある。変則的な交差点を含む現道拡
幅であるため、詳細設計に当たり、関係機関とは十分な調整が必要で
ある。
　以上により、関係機関との協議を考慮すると年度をまたいだ工期設定
が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。

　水谷・仏生寺工区は、幅員狭小であるため、現道拡幅およびバイパス
整備を実施するものである。
　当工区は、工事を一体的に発注する必要があることから、大規模工事
となり年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担
行為により実施したい。

　当該改築事業は、神田SICの一次アクセス道路として、人家連坦地域
を通過する現道のバイパスとして整備するものである。
　令和３年度から令和５年度には設計委託を計画している。
　予備設計と詳細設計は市道も含め国道８号から神田SIC接続道路ま
でを一体的に行うため、ネクスコが受託実施する接続道路と調整を図り
つつ進める必要がある。
　このことから、設計期間に相当な日時を要することから年度をまたいだ
工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

133
補助道路整備事業
（井口高月線）

令和6年度 5,000 5,000 5,000 10,000
長浜市高月町落川
～渡岸寺

134
補助道路整備事業
（杉本余呉線）

令和6年度から
令和10年度まで

3,450,000 170,000 3,450,000 3,620,000
長浜市余呉町上丹
生

135
補助道路整備事業
（中河内木之本線）

令和6年度 30,000 20,000 30,000 50,000
長浜市木之本町川
合

136
補助道路整備事業
（北船木勝野線）

令和6年度 80,000 50,000 80,000 130,000
高島市安曇川町横
江

137
補助道路整備事業
（大房東横関線）

令和6年度 50,000 20,000 50,000 70,000
近江八幡市若宮町
～東横関町

138
補助道路整備事業
（五個荘八日市線）

令和6年度 40,000 50,000 40,000 90,000
東近江市五個荘奥
町～東近江市建部
北町

　川合工区は、幅員が十分確保されておらず、車両の離合が困難な箇
所があることから、道路整備を行うものである。
　当工区は、事業効果の早期発現や業務の平準化を推進するため、年
度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為に
より実施したい。

　安曇川工区は、「ビワイチ」のナショナルサイクルルート指定に伴い、
国の制度基準に合致したコースとなるよう自転車通行空間の整備を行う
工事である。
　当工区は、サイクリストの通行が少ない冬期からの工事着工となること
から、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担
行為により実施したい。

　若宮工区は、通学生の安全を確保するため、歩道を整備するもので
ある。
　当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進
めるため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務
負担行為により実施したい。

　愛知川左岸工区は、幅員狭小かつ線形不良の区間があり、現道拡幅
および線形改良整備を行うものである。
　当工区は、河川内工事のため渇水期に制限されることから、年度をま
たいだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実
施したい。

　渡岸寺・落川工区は、通学生の安全を確保するため、歩道整備を実
施するものである。
　当工区は、用地測量にあたり、事業効果の早期発現や業務の平準化
を推進するため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことによ
り、債務負担行為により実施したい。

　杉本・上丹生工区は、木之本町杉本から余呉町上丹生にかけての現
道が幅員狭小であるため、毎年初雪は冬期通行止めを余儀なくされて
いることなどから、通年通行可能な道路ネットワークを形成するバイパス
を整備するものである。
　当工区は、延長約1.5kmの長大トンネルを含む事業であり、トンネル工
事を完了するには年度をまたいだ工期設定が必要である。このことによ
り、債務負担行為により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

139
補助道路整備事業
（湖北長浜線）

令和6年度 225,000 130,200 225,000 355,200

長浜市湖北町尾上
～長浜市公園町

長浜市湖北町今西

140
補助道路整備事業
（木之本高月線）

令和6年度 30,000 95,000 30,000 125,000
長浜市高月町雨森
～長浜市高月町馬
上

141
補助道路整備事業
（間田長浜線）

令和6年度 25,000 40,000 25,000 65,000 米原市本市場

142
補助道路整備事業
（岩室北土山線）

令和6年度 50,000 80,500 50,000 130,500 甲賀市甲賀町岩室

143
補助道路整備事業
（安食西八目線）

令和6年度 50,000 50,000 50,000 100,000 豊郷町安食西

144
補助道路整備事業
（長浜近江線）

令和6年度 25,000 55,000 25,000 80,000
米原市田村町～宇
賀野

　本市場工区は、通学生の安全を確保するため、歩道整備を実施する
ものである。
　当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進
めるため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務
負担行為により実施したい。

　岩室工区は、現道道路幅が十分に確保されておらず、車両の離合が
困難な箇所があり、交通障害が生じている。このため、現道拡幅による
道路整備を行うものである。
　当工区は、河川を渡河する橋の下部工を施工するものであるが、河川
内工事のため渇水期に制限されることから、年度をまたいだ工期設定
が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。

　当事業区間にバイパスを整備することにより、町道池寺下之郷線と連
結し、国道８号・国道３０７号・大津能登川長浜線を結ぶ東西の主要な
幹線道路となり、湖東三山スマートICのアクセス道路へ繋がる道路であ
ることから、湖東地域の発展に大きく寄与できる道路整備となる。
　安食西工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事
を進めるため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、
債務負担行為により実施したい。

　田村工区は、通学生の安全を確保するため、歩道整備を実施するも
のである。
　当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進
めるため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務
負担行為により実施したい。

　大浜工区は、「ビワイチ」のナショナルサイクルルート指定に伴い、国
の制度基準に合致したコースとなるよう自転車通行空間の整備を行う工
事である。
　当工区は、自転車での通行者が少ない冬期からの工事着工となるこ
とから、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務負
担行為により実施したい。
　湖北みずどりステーション工区は、道の駅にトイレを建築する工事であ
る。
　当工区は、建築期間外にも、関係機関等との調整が相当期間必要
で、年度をまたいだ工期設定が必要となる。このことにより、債務負担行
為により実施したい。

　雨森・馬上工区は、幅員が十分確保されておらず、車両の離合が困
難な箇所があることから、道路整備を行うものである。
　当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進
めるため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務
負担行為により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

145
補助道路整備事業
（近江八幡大津線）

令和6年度 240,000 160,000 240,000 400,000

守山市今浜町～野
洲市須原

草津市下物町～新
浜町

近江八幡市野村町
～牧町

146
補助道路整備事業
（甲賀阿山線）

令和6年度 50,000 51,000 50,000 101,000
甲賀市甲南町池田
～甲賀市甲南町野
川

147
補助道路整備事業
（麻生古屋梅ノ木線）

令和6年度から
令和7年度まで

300,000 167,000 300,000 467,000 高島市朽木地子原

148
補助道路整備事業
（宇治田原大石東線）

令和6年度 200,000 151,000 200,000 351,000

大津市大石龍門町

大津市大石小田原
町

149
補助道路修繕事業
（国道303号）

令和6年度 300,000 50,000 300,000 350,000

長浜市木之本町杉
野

長浜市木之本町金
居原

　地子原工区は、中山間地域において唯一の道路となっているが、幅
員狭小かつ線形不良の区間であり、一般車両の離合が困難であること
から、道路整備を行うものである。
　当工区は、工事を一体的に発注する必要があることから、大規模工事
となり年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担
行為により実施したい。

　龍門（SIC）工区は、事業効果の早期発現や業務の平準化を推進する
ため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことから、債務負担
行為により実施したい。
  小田原工区は、事業効果の早期発現や業務の平準化を推進するた
め、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことから、債務負担行
為により実施したい。

　音羽工区は、災害防除を行うものである。落石、崩壊の恐れがないよ
う対策箇所の法面対策工事を行うためには、一連の法面を一体的に施
工する必要があり、その適正工期を確保するためには、年度をまたいだ
工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
　阿蘇谷橋工区、無名橋303-1工区は、橋梁の修繕を行うものである。
河川区域内の工事を予定しており、施工が非出水期に制限されること
から、年度をまたいだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により
実施したい。

　吉川・北山田・佐波江工区は、「ビワイチ」のナショナルサイクルルート
指定に伴い、国の制度基準に合致したコースとなるよう自転車通行空
間の整備を行う工事である。
　当工区は、自転車での通行者が少ない冬期からの工事着工となるこ
とから、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務負
担行為により実施したい。

  池田・野川工区は、甲賀市甲南町東部地域と新名神信楽甲南イン
ターへのアクセス強化および災害時の代替道路として整備するもので
ある。
　当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進
めるため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務
負担行為により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

150
補助道路修繕事業
（国道306号）

令和6年度から
令和7年度まで

746,000 30,000 746,000 776,000 多賀町大君ケ畑

151
補助道路修繕事業
（国道307号）

令和6年度 205,000 7,000 205,000 212,000

甲賀市信楽町牧

東近江市平柳町

東近江市妹町

日野町安部居

愛荘町上蚊野

152
補助道路修繕事業
（国道365号）

令和6年度 170,000 105,000 170,000 275,000

長浜市内保町

長浜市野村町

長浜市余呉町柳ケ
瀬

長浜市余呉町中河
内

153
補助道路修繕事業
（国道421号）

令和6年度 30,000 30,000 30,000 60,000

東近江市山上町

東近江市永源寺相
谷町

154
補助道路修繕事業
（国道422号）

令和6年度 10,000 10,000 10,000 20,000
大津市石山寺一丁
目

　新和南橋工区、端ケ谷橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。河川
区域内の工事を予定しており、施工が非出水期に制限されるため、年
度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施
したい。

　月見橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。河川区域内の工事を
予定しており、施工が非出水期に制限されることから、年度をまたいだ
工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。

　大君ケ畑工区は、災害防除を行うものである。落石、崩壊の恐れがな
いよう対策箇所の法面対策工事を行うためには、一連の法面を一体的
に施工する必要があり、その適正工期を確保するためには、年度をまた
いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
　大君ケ畑洞門工区は、シェッドの修繕を行うものである。滋賀県と岐阜
県を結ぶ国道であり、大型車が多く、交通への影響から工事時間帯が
制限されるため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。

　紫香楽橋工区、北川橋工区、春日橋工区、野川橋側道橋工区、上宇
曽川橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。河川区域内の工事を予
定しており、施工が非出水期に制限されるため、年度をまたいだ工期設
定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。

　草野川橋工区、野村橋工区、野村橋（旧）工区、雁ヶ谷橋工区、五位
谷橋工区、長尾崎橋工区、カラカサ谷橋工区、キワガ谷橋工区は、橋
梁の修繕を行うものである。河川区域内の工事を予定しており、施工が
非出水期に制限されるため、年度をまたいだ工期設定が必要となること
から、債務負担行為により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

155
補助道路修繕事業
（国道477号）

令和6年度 150,000 45,000 150,000 195,000

甲賀市土山町大河
原

守山市小浜町

野洲市野田

竜王町岡屋

156
補助道路修繕事業
（大津能登川長浜線）

令和6年度 223,000 99,000 223,000 322,000

大津市唐橋町

彦根市野瀬町

野洲市野洲

東近江市今町

157
補助道路修繕事業
（草津伊賀線）

令和6年度 10,000 10,000 10,000 20,000 甲賀市水口町岩坂

158
補助道路修繕事業
（大河原北土山線）

令和6年度 100,000 20,000 100,000 120,000
甲賀市土山町大河
原

159
補助道路修繕事業
（彦根八日市甲西線）

令和6年度 50,000 60,000 50,000 110,000
湖南市梅影町

愛荘町島川

　茶釜川橋工区、春日橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。河川区
域内の工事を予定しており、施工が非出水期に制限されるため、年度
をまたいだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施し
たい。

　武平工区は、災害防除を行うものである。落石、崩壊の恐れがないよ
う対策箇所の法面対策工事を行うためには、一連の法面を一体的に施
工する必要があり、その適正工期を確保するためには、年度をまたいだ
工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
　幸浜大橋工区、野田橋工区は、耐震化を行うものである。河川区域内
の工事を予定しており、施工が非出水期に制限されることから、年度を
またいだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。
　祖父川大橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。河川区域内の工
事を予定しており、施工が非出水期に制限されるため、年度をまたいだ
工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。

　瀬田唐橋工区、瀬田唐橋小橋工区、南青柳橋工区は、橋梁の修繕を
行うものである。河川区域内の工事を予定しており、施工が非出水期に
制限されるため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。
  近江富士大橋工区は、橋梁の修繕および耐震化を行うものである。河
川区域内の工事を予定しており、施工が非出水期に制限されるため、
年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実
施したい。
  今歩道橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。道路をまたぐ橋であ
り、桁下面の修繕を行うに当たり、施工が交通量の少ない時間帯に制
限されるため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務負
担行為により実施したい。

　新荒川橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。河川区域内の工事
を予定しており、施工が非出水期に制限されるため、年度をまたいだ工
期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。

　大河原工区は、災害防除を行うものである。落石、崩壊の恐れがない
よう対策箇所の法面対策工事を行うためには、一連の法面を一体的に
施工する必要があり、その適正工期を確保するためには、年度をまたい
だ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

160
補助道路修繕事業
（小浜朽木高島線）

令和6年度 80,000 12,000 80,000 92,000 高島市朽木荒川

161
補助道路修繕事業
（彦根近江八幡線）

令和6年度 145,000 91,000 145,000 236,000

東近江市栗見出在
家町

近江八幡市長命寺
町

162
補助道路修繕事業
（大津守山近江八幡線）

令和6年度 55,000 36,000 55,000 91,000

近江八幡市西庄町

草津市北大萱町

近江八幡市牧町

163
補助道路修繕事業
（西浅井余呉線）

令和6年度 10,000 5,000 10,000 15,000
長浜市西浅井町祝
山

164
補助道路修繕事業
（多賀永源寺線）

令和6年度から
令和7年度まで

100,000 10,000 100,000 110,000 東近江市政所町

165
補助道路修繕事業
（山東本巣線）

令和6年度 70,000 62,000 70,000 132,000

米原市甲津原

米原市曲谷

米原市上板並

　甲津原工区は、災害防除を行うものである。落石、崩壊の恐れがない
よう対策箇所の法面対策工事を行うためには、一連の法面を一体的に
施工する必要があり、その適正工期を確保するためには、年度をまたい
だ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
　満坂橋工区、宮谷橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。河川区域
内の工事を予定しており、施工が非出水期に制限されるため、年度をま
たいだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施した
い。

　宮ノ越橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。河川区域内の工事を
予定しており、施工が非出水期に制限されるため、年度をまたいだ工期
設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。

　愛知川橋工区は、橋梁の修繕および耐震化を行うものである。河川
区域内の工事を予定しており、施工が非出水期に制限されるため、年
度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施
したい。
　水車橋工区、長命寺橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。河川区
域内の工事を予定しており、施工が非出水期に制限されるため、年度
をまたいだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施し
たい。

　金田跨線橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。JR西日本（琵琶湖
線）をまたいでおり、施工が鉄道施設に影響のない時間帯に制限される
ため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務負担行為に
より実施したい。
　新葉山川橋工区、牧の橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。河川
区域内の工事を予定しており、施工が非出水期に制限されることから、
年度をまたいだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施
したい。

　大坪川橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。河川区域内の工事
を予定しており、施工が非出水期に制限されるため、年度をまたいだ工
期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。

　政所工区は、災害防除を行うものである。落石、崩壊の恐れがないよ
う対策箇所の法面対策工事を行うためには、一連の法面を一体的に施
工する必要があり、その適正工期を確保するためには、年度をまたいだ
工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

166
補助道路修繕事業
（木之本長浜線）

令和6年度 80,000 25,000 80,000 105,000

長浜市湖北町石川

長浜市木之本町西
山

167
補助道路修繕事業
（近江八幡守山線）

令和6年度 180,000 45,000 180,000 225,000

守山市新庄町

近江八幡市安養寺
町

168
補助道路修繕事業
（幸津川服部線）

令和6年度 50,000 30,000 50,000 80,000 守山市幸津川町

169
補助道路修繕事業
（桜川西竜王線）

令和6年度 20,000 21,000 20,000 41,000
東近江市市子川原
町

170
補助道路修繕事業
（日野徳原線）

令和6年度 5,000 10,000 5,000 15,000 日野町下駒月

171
補助道路修繕事業
（相谷原杣線）

令和6年度 10,000 20,000 10,000 30,000 東近江市山上町

172
補助道路修繕事業
（安土西生来線）

令和6年度 20,000 20,000 20,000 40,000
近江八幡市安土町
下豊浦

173
補助道路修繕事業
（雨降野今在家八日市線）

令和6年度 20,000 30,000 20,000 50,000
東近江市神田町

東近江市池庄町

　紅葉橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。河川区域内の工事を
予定しており、施工が非出水期に制限されるため、年度をまたいだ工期
設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。

　上豊浦跨線橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。JR西日本（琵琶
湖線）をまたいでおり、施工が鉄道施設に影響のない時間帯に制限さ
れるため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務負担行
為により実施したい。

　御河辺橋工区、無名橋5号工区、F橋側道橋工区は、橋梁の修繕を
行うものである。河川区域内の工事を予定しており、施工が非出水期に
制限されるため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。

　六丁大橋工区、無名橋44-1工区は、橋梁の修繕を行うものである。河
川区域内の工事を予定しており、施工が非出水期に制限されるため、
年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実
施したい。

　新庄大橋工区は、橋梁の修繕および耐震化を行うものである。河川
区域内の工事を予定しており、施工が非出水期に制限されることから、
年度をまたいだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施
したい。
　桐原橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。河川区域内の工事を
予定しており、施工が非出水期に制限されることから、年度をまたいだ
工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。

　稲荷大橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。河川区域内の工事
を予定しており、施工が非出水期に制限されることから、年度をまたい
だ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。

　市子橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。河川区域内の工事を
予定しており、施工が非出水期に制限されるため、年度をまたいだ工期
設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。

　源寿橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。河川区域内の工事を
予定しており、施工が非出水期に制限されるため、年度をまたいだ工期
設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

174
補助道路修繕事業
（横溝秦荘線）

令和6年度 20,000 21,000 20,000 41,000 東近江市下一色町

175
補助道路修繕事業
（水谷彦根線）

令和6年度 16,000 8,000 16,000 24,000 彦根市荘厳寺町

176
補助道路修繕事業
（大鹿寺倉線）

令和6年度 30,000 25,000 30,000 55,000 米原市能登瀬

177
補助道路修繕事業
（川道唐国線）

令和6年度 50,000 30,000 50,000 80,000 長浜市川道

178
補助道路修繕事業
（佐野長浜線）

令和6年度 40,000 10,000 40,000 50,000 長浜市今町

179
補助道路修繕事業
（三川月ヶ瀬線）

令和6年度 30,000 10,000 30,000 40,000 長浜市大寺町

180
補助道路修繕事業
（中河内木之本線）

令和6年度から
令和7年度まで

170,000 15,000 170,000 185,000

長浜市余呉町上丹
生

長浜市余呉町中河
内～長浜市余呉町
小原

　野寺橋工区、野寺橋側道橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。河
川区域内の工事を予定しており、施工が非出水期に制限されるため、
年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実
施したい。

　今村橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。河川区域内の工事を
予定しており、施工が非出水期に制限されるため、年度をまたいだ工期
設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。

　本町橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。河川区域内の工事を
予定しており、施工が非出水期に制限されるため、年度をまたいだ工期
設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。

　東吉ノ辺橋工区、西吉ノ辺橋工区、野神橋工区は、橋梁の修繕を行う
ものである。河川区域内の工事を予定しており、施工が非出水期に制
限されるため、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担
行為により実施したい。
　中河内・小原工区は、丹生ダム建設事業が中止されたことに伴い、現
道の防災安全対策を早急に実施し、地域住民の生活道路や災害時の
避難路として機能向上を行うものである。
　当工区は、令和４年８月豪雨により、県道の道路拡幅工事区間で国も
管理する施設が被災したことから、災害復旧工事と併せて、現道拡幅
工事を国土交通省に施工委託することとしたいが、年度を跨いだ協定
期間の設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。

　北浦橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。河川区域内の工事を
予定しており、施工が非出水期に制限されるため、年度をまたいだ工期
設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。

　無名橋18工区、無名橋18側道橋工区は、橋梁の修繕を行うものであ
る。河川区域内の工事を予定しており、施工が非出水期に制限される
ため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務負担行為に
より実施したい。

　息長橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。河川区域内の工事を
予定しており、施工が非出水期に制限されるため、年度をまたいだ工期
設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

181
補助道路修繕事業
（大浦沓掛線）

令和6年度 20,000 5,000 20,000 25,000 長浜市西浅井町庄

182
補助道路修繕事業
（北船木勝野線）

令和6年度 100,000 32,000 100,000 132,000
高島市安曇川町北
船木

183
補助道路修繕事業
（四津川鴨線）

令和6年度 60,000 14,000 60,000 74,000 高島市鴨

184
補助道路修繕事業
（彦根米原線）

令和6年度 70,000 60,000 70,000 130,000
米原市米原

彦根市松原町

185
補助道路修繕事業
（鮎河猪ノ鼻線）

令和6年度 10,000 10,000 10,000 20,000 甲賀市土山町猪鼻

186
補助道路修繕事業
（伊部近江線）

令和6年度 60,000 20,000 60,000 80,000 長浜市国友町

187
補助道路修繕事業
（葛籠尾崎塩津線）

令和6年度 100,000 30,000 100,000 130,000
長浜市西浅井町月
出

　藤樹橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。河川区域内の工事を
予定しており、施工が非出水期に制限されるため、年度をまたいだ工期
設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。

　米原跨線橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。JR東海（東海道新
幹線）をまたいでおり、鉄道運行時間外の限られた時間帯で修繕を進
めていく必要があり、鉄道各社との協議で複数年の工期設定が必要と
なっているため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。
　矢倉川橋工区は　 橋梁の修繕を行うものである。河川区域内の工事
を予定しており、施工が非出水期に制限されるため、年度をまたいだ工
期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。

　山中川橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。河川区域内の工事
を予定しており、施工が非出水期に制限されるため、年度をまたいだ工
期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。

　国友橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。河川区域内の工事を
予定しており、施工が非出水期に制限されるため、年度をまたいだ工期
設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。

　月出工区は、災害防除を行うものである。落石、崩壊の恐れがないよ
う対策箇所の法面対策工事を行うためには、一連の法面を一体的に施
工する必要があり、その適正工期を確保するためには、年度をまたいだ
工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。

　谷海橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。河川区域内の工事を
予定しており、施工が非出水期に制限されるため、年度をまたいだ工期
設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。

　船木大橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。河川区域内の工事
を予定しており、施工が非出水期に制限されるため、年度をまたいだ工
期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。

18



R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

188
補助道路修繕事業
（葛籠尾崎大浦線）

令和6年度 200,000 100,000 200,000 300,000
長浜市西浅井町菅
浦

189
補助道路修繕事業
（彦根環状線）

令和6年度 60,000 30,000 60,000 90,000 彦根市小泉町

190
補助道路修繕事業
（白谷野口線）

令和6年度 20,000 10,000 20,000 30,000
高島市マキノ町在
原

191
補助道路修繕事業
（西浅井マキノ線）

令和6年度 70,000 40,000 70,000 110,000

長浜市西浅井町大
浦

高島市マキノ町海
津

192
補助雪寒対策事業
（国道303号）

令和6年度 100,000 100,000 100,000 200,000
長浜市木之本町田
部

193
補助雪寒対策事業
（西浅井余呉線）

令和6年度 50,000 10,000 50,000 60,000 長浜市余呉町川並

194
補助雪寒対策事業
（高山長浜線）

令和6年度 75,000 25,000 75,000 100,000 長浜市岡谷町

　菅浦工区は、災害防除を行うものである。落石、崩壊の恐れがないよ
う対策箇所の法面対策工事を行うためには、一連の法面を一体的に施
工する必要があり、その適正工期を確保するためには、年度をまたいだ
工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。

　福満跨線橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。JR西日本（琵琶湖
線）をまたいでおり、施工が鉄道施設に影響のない時間帯に制限される
ため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務負担行為に
より実施したい。

　在原工区は、災害防除を行うものである。落石、崩壊の恐れがないよ
う対策箇所の法面対策工事を行うためには、一連の法面を一体的に施
工する必要があり、その適正工期を確保するためには、年度をまたいだ
工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。

　堂前橋工区、堂前橋歩道橋工区は、橋梁の修繕を行うものである。河
川区域内の工事を予定しており、施工が非出水期に制限されるため、
年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実
施したい。
　海津工区は、災害防除を行うものである。落石、崩壊の恐れがないよ
う対策箇所の法面対策工事を行うためには、一連の法面を一体的に施
工する必要があり、その適正工期を確保するためには、年度をまたいだ
工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。

　千田工区は融雪施設更新工事であり、令和６年度の冬期降雪時期ま
でに完了するためには、令和５年度末に工事着手する必要がある。そ
のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務負担行為
により実施したい。

　川並工区は消雪施設更新工事であり、令和６年度の冬期降雪時期ま
でに完了するためには、令和５年度末に工事着手する必要がある。そ
のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務負担行為
により実施したい。

　岡谷工区は消雪施設更新工事であり、令和６年度の冬期降雪時期ま
でに完了するためには、令和５年度末に工事着手する必要がある。そ
のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務負担行為
により実施したい。
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195
補助雪寒対策事業
（東野虎姫線）

令和6年度 50,000 25,000 50,000 75,000 長浜市五村

196
補助雪寒対策事業
（余呉湖線）

令和6年度 50,000 10,000 50,000 60,000 長浜市余呉町川並

197
補助雪寒対策事業
（高島大津線）

令和6年度 50,000 30,000 50,000 80,000
高島市安曇川町西
万木

198
単独道路改築事業
（国道307号）

令和6年度 55,000 45,000 55,000 100,000

甲賀市信楽町長野

東近江市平柳町

愛荘町斧磨

199
単独道路改築事業
（国道365号）

令和6年度 15,000 7,000 15,000 22,000 長浜市野村町

200
単独道路改築事業
（国道421号）

令和6年度 80,000 20,000 80,000 100,000

東近江市佐目町～
東近江市萱尾町

東近江市蓼畑町

　五村工区は消雪施設更新工事であり、令和６年度の冬期降雪時期ま
でに完了するためには、令和５年度末に工事着手する必要がある。そ
のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務負担行為
により実施したい。

　川並工区は消雪施設更新工事であり、令和６年度の冬期降雪時期ま
でに完了するためには、令和５年度末に工事着手する必要がある。そ
のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務負担行為
により実施したい。

　西万木工区は消雪施設更新工事であり、令和６年度の冬期降雪時期
までに完了するためには、令和５年度末に工事着手する必要がある。
そのため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務負担行
為により実施したい。

　長野バイパス工区は、事業効果の早期発現や、業務の平準化を推進
するため、切れ目なく事業を進捗する必要があり、年度をまたいだ工期
設定が必要となる。このことにより、債務負担行為により実施したい。
　平柳バイパス工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避し
て工事を進めるため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このこと
により、債務負担行為により実施したい。
　斧磨工区は、大型車交通量の多い国道307号において、自転車歩行
者が安全に通行できるよう、歩道設置するものである。当工区は、田畑
部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進めるため、年度を
またいだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実
施したい。

　野村工区は、既設橋梁の改良工事であり、非出水期中の工事となる
ため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担
行為により実施したい。

　佐目萱尾工区は、いずれも隣接するダム湖に沿って道路を拡幅する
工事を実施するが、その水位に影響を受け、施工期間が制限されること
から、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担
行為により実施したい。
　蓼畑工区は、冬季期間の積雪が多い上に、蓼畑橋に近接する道の駅
を拠点として、夏はキャンプ、秋は登山などの観光客が多数訪れる観光
地となっている。このことから工事可能時期が春先と限定されるため、年
度をまたいだ工期設定が必要であり債務負担行為により事業を実施し
たい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

201
単独道路改築事業
（国道477号）

令和6年度 40,000 37,000 40,000 77,000
守山市幸津川町～
守山市洲本町

202
単独道路改築事業
（大津能登川長浜線）

令和6年度 20,000 9,000 20,000 29,000
近江八幡市安土町
下豊浦

203
単独道路改築事業
（栗東信楽線）

令和6年度 30,000 25,000 30,000 55,000 栗東市林～六地蔵

204
単独道路改築事業
（彦根八日市甲西線）

令和6年度 40,000 49,000 40,000 89,000
竜王町山之上

愛荘町安孫子

205
単独道路改築事業
（近江八幡竜王線）

令和6年度 10,000 15,000 10,000 25,000
近江八幡市千僧供
町

　山之上工区は、用地買収後に引き続き工事に着手する必要があり、
年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為
により実施したい。
　安孫子工区は、学校の通学路となっているが、歩道が未整備であり、
歩行者が危険な状態となっていることから、歩道整備を行うものである。
当工区は、事業効果の早期発現や、業務の平準化を推進するため、切
れ目なく事業を進捗する必要があり、年度をまたいだ工期設定が必要と
なる。このことにより、債務負担行為により実施したい。

　一般国道477号の幸津川・洲本工区は、幅員が狭く、線形が不良なう
え大型車を含む交通量の増加等により交通障害となっていることから、
幹線道路ネットワークを形成するバイパスを整備するものである。当工
区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進めるた
め、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担
行為により実施したい。
　薬師工区は、薬師交差点において、右折待ちによる渋滞が発生する
ため、交差点改良を実施するものである。当工区は、事業効果の早期
発現や業務の平準化を推進するため、年度をまたいだ工期設定が必
要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。

　岩倉バイパス工区は、朝夕の通勤通学時間帯には、激しい渋滞が発
生するとともに、幅員狭小な区間であることから、バイパス整備を行うも
のである。当工区は、調査設計を一体的に発注する必要があることか
ら、大規模委託となり、年度をまたいだ工期設定が必要である。このこと
により、債務負担行為により実施したい。

　安土バイパス工区は、幅員狭小かつ線形不良である区間であるた
め、バイパスを整備するものである。
　調査設計を一体的に発注する必要があることから、大規模委託となり
年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為
により実施したい。

　林・六地蔵工区は、南部管内を南北に結ぶ主要幹線道路でありがな
がら、現道は屈曲し狭隘なため、幹線道路ネットワークを形成するバイ
パスを整備するものである。当工区は、発注済委託設計業務の進度に
あわせての業務着手となることから、適正履行期間を確保すると、年度
をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により
実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

206
単独道路改築事業
（大津草津線）

令和6年度 10,000 30,000 10,000 40,000 草津市野路町

207
単独道路改築事業
（大津守山近江八幡線）

令和6年度 20,000 5,000 20,000 25,000 近江八幡市野村町

208
単独道路改築事業
（野洲甲西線）

令和6年度 20,000 5,000 20,000 25,000 野洲市三上

209
単独道路改築事業
（土山蒲生近江八幡線）

令和6年度 20,000 10,000 20,000 30,000 東近江市中羽田町

210
単独道路改築事業
（平野草津線）

令和6年度 30,000 20,000 30,000 50,000
草津市笠山～草津
市南笠東

211
単独道路改築事業
（伊香立浜大津線）

令和6年度 10,000 42,500 10,000 52,500
大津市下在地～大
津市坂本八丁目

212
単独道路改築事業
（赤野井守山線）

令和6年度 10,000 14,000 10,000 24,000 守山市赤野井町

　下在地～坂本八丁目工区は、幅員狭小であり、円滑な交通を確保す
るため、バイパス整備を行うものである。本工区は、事業効果の早期発
現や業務の平準化を推進するため、年度をまたいだ工期設定が必要
である。このことにより、債務負担行為により実施したい。

　赤野井工区は、浜街道からさざなみ街道にかけての現道が幅員狭小
で、歩道も未整備であるため、路肩拡幅および交差点改良を行うもので
ある。当工区は、事業効果の早期発現や業務の平準化を推進するた
め、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担
行為により実施したい。

　野路町工区は、川の下交差点から川の下西交差点にかけて、歩道が
未整備であることから、歩行者等の安全対策として歩道整備を行うもの
である。当工区は、交通量の多い市街地部に位置しているため、先行し
て実施する横断歩道橋改修工事が完了するR5秋以降に、連続して現
場管理を行う必要があるため、年度をまたいだ工期設定が必要である。
このことにより、債務負担行為により実施したい。

　中部湖東幹線工区は、滋賀県道路整備マスタープラン（第2次）にお
いて、交通渋滞の緩和を目指し、まちづくりの根幹となる道路ネットワー
クを構築するために道路整備を進めており、バイパス整備を行うもので
ある。当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事
を進めるため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、
債務負担行為により実施したい。

　三上工区は、三上小学校前から南櫻にかけて、歩道が未整備または
幅員狭小な箇所が多いことから、通学路の安全対策として路肩拡幅整
備を行うものである。当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期
を回避して工事を進めるため、年度をまたいだ工期設定が必要である。
このことにより、債務負担行為により実施したい。

　羽田バイパス工区は、調査設計を一体的に発注する必要があることか
ら、大規模委託となり年度をまたいだ工期設定が必要である。このこと
により、債務負担行為により実施したい。

　平野草津線（平野南笠線）は、山手幹線や新名神など開通後の将来
において大津草津地域の交通の課題のひとつである「東西軸の混雑」
を緩和するネットワークである。山手幹線から国道１号の区間を先行し
て整備することが効果的であり、当該工区である笠山～南笠東を先行し
て進めることとしている。当工区は、事業効果の早期発現や業務の平準
化を推進するため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことに
より、債務負担行為により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

213
単独道路改築事業
（水口竜王線）

令和6年度 20,000 20,000 20,000 40,000
甲賀市水口町伴中
山

214
単独道路改築事業
（佐生五個荘線）

令和6年度 10,000 8,000 10,000 18,000
東近江市五個荘金
堂

215
単独道路改築事業
（目加田湖東線）

令和6年度 40,000 30,630 40,000 70,630
愛荘町目加田～豊
郷町吉田

216
単独道路改築事業
（樋口岩脇線）

令和6年度 20,000 45,000 20,000 65,000 米原市西円寺

217
単独道路改築事業
（加田田村線）

令和6年度 10,000 15,000 10,000 25,000 長浜市加田町

218
単独道路改築事業
（大鹿寺倉線）

令和6年度 10,000 5,000 10,000 15,000 米原市多和田

219
単独道路改築事業
（杉本余呉線）

令和6年度 10,000 15,000 10,000 25,000
長浜市木之本町杉
本～長浜市余呉町
上丹生

　伴中山工区は、渋滞緩和のため、右折車線を設置する交差点改良事
業である。今回、関係機関との協議が整い、適正工期を確保するため
には、年度をまたいだ工期設定が必要であることから、債務負担行為に
より実施したい。

　五個荘金堂工区は、湖東土木管内で整備が進められている神郷彦
根線の愛知川橋梁が開通すると、通過交通が混入することが想定され
るため、国道８号のバイパス機能を有する道路の整備を行うものである。
当工区は、調査設計を一体的に発注する必要があることから、大規模
委託となり、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債
務負担行為により実施したい。

　多和田工区は、人家連坦地域を通過する現道を拡幅整備するもので
ある。そして、改築事業区間には並行し未改修河川が流れており、関係
機関とは十分な調整が必要である。以上により、関係機関との協議を考
慮すると、年度をまたいだ工期設定が必要となる。このことにより、債務
負担行為により実施したい。

　杉本・上丹生工区は、木之本町杉本から余呉町上丹生にかけての現
道が幅員狭小であるため、毎年初雪後は冬期通行止めを余儀なくされ
ていることなどから、通年通行可能な道路ネットワークを形成するバイパ
スを整備するものである。当工区は、事業効果の早期発現や業務の平
準化を推進するため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このこと
により、債務負担行為により実施したい。

　加田工区は、神田SICの一次アクセス道路として現道のバイパスとして
整備するものである。市道も含め国道８号から神田SIC接続道路までを
一体的に予備設計を行うため、ネクスコが受託実施する接続道路と調
整を図りつつ進める必要がある。そのため、設計期間に相当な日時を
要することから、年度をまたいだ工期設定が必要となる。このことにより、
債務負担行為により実施したい。

　目加田・吉田工区は、市道との交差点部をラウンドアバウトにより改良
することで通行の安全確保を行うものである。当工区は、田畑部と隣接
する工事であり、農繁期を回避して工事を進めるため、年度をまたいだ
工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施した
い。

　西円寺工区は、幅員狭小な区間であり、自転車・歩行者の通行に支
障があるため、現道拡幅を行うものである。当工区は、田畑部と隣接す
る工事であり、農繁期を回避して工事を進めるため、年度をまたいだ工
期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

220
単独道路改築事業
（菖蒲線）

令和6年度 10,000 5,000 10,000 15,000 野洲市吉川～堤

221
単独道路改築事業
（西明寺安部居線）

令和6年度 20,000 15,000 20,000 35,000
日野町安部居～佐
久良

222
単独道路改築事業
（伊庭円山線）

令和6年度 30,000 40,000 30,000 70,000 近江八幡市円山町

223
単独道路改築事業
（高島大津線）

令和6年度 10,000 1,000 10,000 11,000
大津市茶が崎～大
津市浜大津

224
単独道路改築事業
（近江八幡大津線）

令和6年度 40,000 27,000 40,000 67,000 草津市下物町

225
受託道路事業
（大津能登川長浜線）

令和6年度 10,000 20,000 10,000 30,000
草津市馬場町～山
寺町

　菖蒲工区は、現道が幅員狭小で、歩道も未整備な個所が多いことか
ら、幹線道路ネットワークを形成するバイパスを整備するものである。当
工区は、事業効果の早期発現のため、年度をまたいだ工期設定が必要
である。このことにより、債務負担行為により実施したい。

　安部居工区は、自歩道が未整備であり、通勤通学の時間帯には交通
量が非常に多く、自転車歩行者にとって非常に危険な状態であるた
め、現道拡幅を実施するものである。当工区は、調査設計を一体的に
発注する必要があることから、大規模委託となり年度をまたいだ工期設
定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。

　円山工区は、平成30年7月豪雨により法面が崩壊したため、法面対策
工事を行うものである。当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁
期を回避して工事を進めるため、年度をまたいだ工期設定が必要であ
る。このことにより、債務負担行為により実施したい。

　茶が崎・浜大津工区は、大津市内で最も混雑度が高い区間であり、渋
滞対策を行うものである。当工区は、事業効果の早期発現や業務の平
準化を推進するため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このこと
により、債務負担行為により実施したい。

　草津市により「道の駅草津」の施設の機能や魅力の向上を図り、今後
の地方創出の拠点形成を目指すためリノベーション構想が策定され
た。
　草津工区は、県（道路管理者）としてリノベーション構想に協力してお
り、駐車場の拡大等を行うものである。当工区は、河川内工事のため渇
水期に制限されることから、年度をまたいだ工期設定が必要である。こ
のことにより、債務負担行為により実施したい。
 　今浜工区は、守山市が進める道の駅守山の整備に伴う道路改良を
実施する。当工区は、事業効果の早期発現や業務の平準化を推進す
るため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務負
担行為により実施したい。

　馬場・上砥山工区は、終点部の交差点改良は国事業である栗東水口
道路整備事業と一体施工する必要があり、国との協定により受託するも
のである。
　工事を一体的に発注する必要があることから、大規模工事となり年度
をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により
実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

226
受託道路事業
（赤野井守山線）

令和6年度から
令和7年度まで

40,000 70,000 40,000 110,000 守山市赤野井町

227
受託道路事業
（高規格道路調査検討業務）

令和6年度 11,050 22,667 11,050 33,717
東近江市域～三重
県伊賀市域

228 ダム管理施設点検維持補修業務 令和6年度 80,000 60,000 80,000 140,000
甲賀市土山町青土
他

229
補助広域河川改修事業
（不飲川）

令和6年度 30,000 10,000 30,000 40,000 愛荘町長野～中宿

230
補助広域河川改修事業
（葉山川）

令和6年度 260,000 25,000 260,000 285,000 栗東市上鈎他

231
補助広域河川改修事業
（鴨川）

令和6年度 20,000 10,000 20,000 30,000 高島市野田

　赤野井工区は、学校の通学路となっているが、歩道が未整備であり、
歩行者が危険な状態となっていることから、歩道空間整備を行うもので
ある。
　整備に付随する農業用水管の移設は、道路構造物の設置と一体施
工する必要があり、協定により守山市より受託するものである。
　当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進
めるため、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことにより、債務
負担行為により実施したい。

　名神名阪連絡道路は、滋賀県東近江市の名神高速道路八日市IC付
近から、三重県伊賀市の名阪国道上柘植IC付近へ至る高規格道路で
あり、現在この道路の建設に向けて調査業務を行っているところであ
る。
　滋賀県単独での調査を予定していたが、三重県からの申し出により、
三重県側区間の調査についても三重県から受託し、本業務と併せて実
施したい。
　これらの業務は、分割することが困難で、一定期間継続的な実施が必
要であり、年度をまたいだ工期設定が必要であることから、滋賀県の令
和６年度債務負担行為の金額に見合う受託事業費について、債務負
担行為により実施したい。

　河道計画検討に当たり、多数の関係機関との調整を行いながら設計
検討を行うため、適正工期を確保すると年度をまたいだ工期設定が必
要であることから、債務負担行為により実施したい。

　河川法で求められるダム施設の詳細点検および維持補修等について
は、非出水期に実施する必要があり、適正な工期を確保するためには
全体期間が２か年に及ぶことから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　橋梁予備設計完了後、切れ目なく橋梁詳細設計を実施し事業効果の
早期発現や業務の平準化を推進するため、年度をまたいだ工期設定
が必要であることから、債務負担行為により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

232
補助広域河川改修事業
（長命寺川）

令和6年度から
令和7年度まで

470,000 30,000 470,000 500,000
近江八幡市西往来
町他

233
補助広域河川改修事業
（杣川）

令和6年度 20,000 10,000 20,000 30,000 甲賀市甲南町野尻

234
補助広域河川改修事業
（犬上川）

令和6年度 50,000 20,000 50,000 70,000 彦根市開出今町他

235
補助広域河川改修事業
（真野川）

令和6年度 100,000 100,000 100,000 200,000
大津市今堅田三丁
目他

236
補助広域河川改修事業
（日野川）

令和6年度 800,000 430,000 800,000 1,230,000
近江八幡市池田本
町他

237
補助広域河川改修事業
（金勝川）

令和6年度 40,000 15,000 40,000 55,000 栗東市川辺

238
補助広域河川改修事業
（八日市新川）

令和6年度から
令和7年度まで

250,000 50,000 250,000 300,000
東近江市東沖野五
丁目他

　農水管の移設と水管橋の設置に当たり、農閑期を考慮した適正工期
を確保すると、年度をまたいだ工期設定が必要であることから、債務負
担行為により実施したい。

　近接する取水施設等の設計検討が完了し次第、切れ目なく設計検討
を行うため、年度をまたいだ工期設定が必要であることから、債務負担
行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　橋梁架設工事に当たり、橋梁の工場製作に必要な期間を確保する
と、年度をまたいだ工期設定が必要であることから、債務負担行為によ
り実施したい。

　管理用道路工完了後、切れ目なく用地調査を実施し事業効果の早期
発現や業務の平準化を推進するため、年度をまたいだ工期設定が必
要であることから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

239
補助広域河川改修事業
（野洲川）

令和6年度 200,000 200,000 200,000 400,000 湖南市石部北他

240
補助広域河川改修事業
（田川）

令和6年度 20,000 30,000 20,000 50,000 長浜市八木浜町他

241
補助広域河川改修事業
（天野川）

令和6年度 15,000 10,000 15,000 25,000 米原市長岡他

242
補助広域河川改修事業
（姉川・高時川）

令和6年度 500,000 400,000 500,000 900,000 長浜市川道町他

243
補助河川環境整備事業
（琵琶湖（赤野井湾））

令和6年度 30,000 20,000 30,000 50,000 守山市杉江町他

244
補助河川環境整備事業
（琵琶湖（木浜内湖））

令和6年度 30,000 40,000 30,000 70,000 守山市木浜町

245
補助堰堤改良事業
（日野川ダム）

令和6年度 40,000 38,849 40,000 78,849 日野町村井

　年間を通じた水質調査を行う必要があり適正工期を確保すると、年度
をまたいだ工期設定が必要であるため、債務負担行為により実施した
い。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　年間を通じた水質調査を行う必要があり適正工期を確保すると、年度
をまたいだ工期設定が必要であるため、債務負担行為により実施した
い。

　本工事はダムコン設備等の更新・改良を行い、安全かつ的確なダム
管理を期するため、日野川ダム堰堤改良工事を行うもので、工事に要
する全体工事期間が洪水期を避けて２か年に及ぶことから、債務負担
行為により実施したい。

　年間を通じて魚類モニタリング調査を行う必要があり適正工期を確保
すると、年度をまたいだ工期設定が必要であるため、債務負担行為によ
り実施したい。

　詳細設計完了後、切れ目なく用地調査を実施し事業効果の早期発現
や業務の平準化を推進するため、年度をまたいだ工期設定が必要であ
ることから、債務負担行為により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

246
補助堰堤改良事業
（宇曽川ダム）

令和6年度 100,000 48,300 100,000 148,300 東近江市平柳町

247
補助堰堤改良事業
（余呉湖）

令和6年度 20,000 14,700 20,000 34,700
長浜市余呉町下余
呉他

248
補助堰堤改良事業
（石田川ダム）

令和6年度 100,000 58,800 100,000 158,800 高島市今津町角川

249
補助河川総合流域防災事業
（余呉川）

令和6年度 200,000 30,000 200,000 230,000
長浜市木之本町田
居他

250
補助河川総合流域防災事業
（百瀬川）

令和6年度 250,000 70,000 250,000 320,000 高島市マキノ町沢

251
補助河川総合流域防災事業
（大川）

令和6年度 120,000 20,000 120,000 140,000
長浜市西浅井町塩
津浜

　水産資源保護法に基づく、アユの保護水面に指定された区間での工
事であり、遡上期間、産卵期間および非出水期を考慮し、適正工期を
確保すると、年度をまたいだ工期設定が必要であることから、債務負担
行為により実施したい。

　本工事は老朽化した放流設備、観測施設・設備、データ伝送設備等
の更新・改良を行い、安全かつ的確なダム管理を期するため、石田川
ダム堰堤改良工事を行うもので、工事に要する全体工事期間が洪水期
を避けて２か年に及ぶことから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　本工事はCCTV設備、観測設備等の更新・改良を行い、安全かつ的
確なダム管理を期するため、余呉湖ダム堰堤改良工事を行うもので、工
事に要する全体工事期間が洪水期を避けて２か年に及ぶことから、債
務負担行為により実施したい。

　本工事は老朽化した取水設備等の更新・改良を行い、安全かつ的確
なダム管理を期するため、宇曽川ダム堰堤改良工事を行うもので、工事
に要する全体工事期間が洪水期を避けて２か年に及ぶことから、債務
負担行為により実施したい。

28



R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

252
補助河川総合流域防災事業
（米川）

令和6年度 20,000 34,000 20,000 54,000 長浜市北船町他

253
補助河川総合流域防災事業
（藤ノ木川）

令和6年度 40,000 40,000 40,000 80,000 大津市坂本三丁目

254
補助河川総合流域防災事業
（琵琶湖（湖西圏域））

令和6年度 70,000 150,000 70,000 220,000 高島市鵜川他

255
補助河川総合流域防災事業
（情報基盤整備）

令和6年度 130,000 10,000 130,000 140,000
大津市京町四丁目
他

256
補助河川総合流域防災事業
（水害リスク情報整備推進業務）

令和6年度 200,000 24,000 200,000 224,000
大津市京町四丁目
他

257
補助河川障害防止対策事業
（石田川）

令和6年度 80,000 18,000 80,000 98,000 高島市今津町岸脇

258
単独河川改良事業
（高橋川）

令和6年度 50,000 30,000 50,000 80,000 大津市神領二丁目
　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　水防法の改正に伴う中小河川の洪水浸水想定区域図の作成に当た
り、データ処理および解析業務の適正工期を確保すると、年度をまたい
だ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　雨量や水位等の情報を発信する防災情報システムの改良に当たり、
非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をまた
いだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　漁業組合の漁期を考慮し適正工期を確保すると、年度をまたいだ工
期設定が必要であるため、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　遊水地整備に当たって、年間を通じて地下水位の観測を行う必要が
あり、年度をまたいだ工期設定が必要であることから、債務負担行為に
より実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

259
単独河川改良事業
（北川（大津市））

令和6年度 100,000 185,000 100,000 285,000 大津市北小松

260
単独河川改良事業
（吾妻川）

令和6年度 70,000 70,000 70,000 140,000 大津市逢坂一丁目

261
単独河川改良事業
（真野川）

令和6年度 65,000 65,000 65,000 130,000 大津市真野五丁目

262
単独河川改良事業
（藤ノ木川）

令和6年度 30,000 24,000 30,000 54,000
大津市下阪本四丁
目

263
単独河川改良事業
（大戸川）

令和6年度 130,000 135,000 130,000 265,000
大津市堂一丁目、
甲賀市信楽町黄瀬
他

264
単独河川改良事業
（狼川）

令和6年度 5,000 15,000 5,000 20,000 草津市南笠東他

265
単独河川改良事業
（草津川）

令和6年度 100,000 110,000 100,000 210,000
草津市山寺町他、
草津市馬場町他

　河道計画検討に当たり、多数の関係機関との調整を行いながら設計
検討を行うため、適正工期を確保すると年度をまたいだ工期設定が必
要であることから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　一連区間が国道161号バイパス整備事業と並走しており、バイパス事
業の完了後に切れ目なく工事を行い事業効果の早期発現や業務の平
準化を推進するため、年度をまたいだ工期設定が必要であることから、
債務負担行為により実施したい。

　バイパス河川の詳細設計に当たって、一連区間が地下河川であり、設
計検討に必要な適正工期を確保すると、年度をまたいだ工期設定を要
することから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　近接する道路改良事業道路線形の確定後、切れ目なく設計検討を行
い事業効果の早期発現や業務の平準化を推進するため、年度をまた
いだ工期設定が必要であることから、債務負担行為により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

266
単独河川改良事業
（葉山川）

令和6年度 60,000 30,000 60,000 90,000 栗東市坊袋他

267
単独河川改良事業
（法竜川）

令和6年度 80,000 105,000 80,000 185,000 守山市笠原町

268
単独河川改良事業
（新川）

令和6年度 40,000 100,000 40,000 140,000 野洲市安治他

269
単独河川改良事業
（金勝川）

令和6年度 15,000 10,000 15,000 25,000 栗東市下戸山他

270
単独河川改良事業
（妓王井川）

令和6年度 80,000 89,000 80,000 169,000 野洲市小篠原他

271
単独河川改良事業
（光善寺川）

令和6年度 50,000 70,000 50,000 120,000 野洲市長島他

272
単独河川改良事業
（野洲川）

令和6年度 80,000 50,000 80,000 130,000 湖南市岩根他

273
単独河川改良事業
（落合川）

令和6年度 30,000 30,000 30,000 60,000 湖南市石部口他

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期からの施工の計画工程を作成すると、非出水期までに用地
調査を完了させておく必要があるが、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定が必要であることから、債務負担行為により実施した
い。

　堤防強化の検討に当たり、一連区間の調査と設計を切れ目なく実施
し事業効果の早期発現や業務の平準化を推進するため、適正工期を
確保すると、年度をまたいだ工期設定が必要であることから、債務負担
行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

274
単独河川改良事業
（思川）

令和6年度 30,000 80,000 30,000 110,000
甲賀市水口町伴中
山

275
単独河川改良事業
（和田川）

令和6年度 50,000 85,000 50,000 135,000 甲賀市甲賀町岩室

276
単独河川改良事業
（大同川）

令和6年度 50,000 50,000 50,000 100,000 東近江市今町

277
単独河川改良事業
（三明川）

令和6年度 70,000 114,159 70,000 184,159 近江八幡市出町他

278
単独河川改良事業
（愛知川）

令和6年度 34,500 60,000 34,500 94,500 東近江市福堂町

279
単独河川改良事業
（八日市新川）

令和6年度 10,000 12,000 10,000 22,000
東近江市東沖野四
丁目

280
単独河川改良事業
（日野川）

令和6年度 100,000 141,150 100,000 241,150
近江八幡市小田町
他、竜王町西川

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

281
単独河川改良事業
（長命寺川）

令和6年度 100,000 100,000 100,000 200,000
近江八幡市西生来
町

282
単独河川改良事業
（八幡川）

令和6年度 50,000 50,000 50,000 100,000 近江八幡市船木町

283
単独河川改良事業
（佐久良川）

令和6年度 50,000 50,000 50,000 100,000 日野町杣

284
単独河川改良事業
（布引川）

令和6年度 50,000 10,000 50,000 60,000 東近江市上羽田町

285
単独河川改良事業
（御沢川）

令和6年度 50,000 10,000 50,000 60,000 東近江市上平木町

286
単独河川改良事業
（祖父川）

令和6年度 50,000 50,000 50,000 100,000 竜王町須恵

287
単独河川改良事業
（野瀬川）

令和6年度 150,000 195,000 150,000 345,000 彦根市大藪町

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

288
単独河川改良事業
（平田川）

令和6年度 30,000 30,000 30,000 60,000 彦根市平田町

289
単独河川改良事業
（不飲川）

令和6年度 30,000 20,000 30,000 50,000 愛荘町長野他

290
単独河川改良事業
（犬上川）

令和6年度 130,000 140,000 130,000 270,000 多賀町大君ケ畑

291
単独河川改良事業
（芹川）

令和6年度 150,000 166,000 150,000 316,000
彦根市後三条町
他、長曽根南町他

292
単独河川改良事業
（安食川）

令和6年度 20,000 13,000 20,000 33,000 彦根市安食中町

293
単独河川改良事業
（余呉川）

令和6年度 80,000 78,700 80,000 158,700
長浜市湖北町山
本、長浜市木之本
町田居他

294
単独河川改良事業
（姉川）

令和6年度 50,000 122,000 50,000 172,000 長浜市南浜町他

　河道計画検討に当たり、多数の関係機関との調整を行いながら設計
検討を行うため、適正工期を確保すると年度をまたいだ工期設定が必
要であることから、債務負担行為により実施したい。

　河道計画検討に当たり、多数の関係機関との調整を行いながら設計
検討を行うため、適正工期を確保すると年度をまたいだ工期設定が必
要であることから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　河道計画検討に当たり、多数の関係機関との調整を行いながら設計
検討を行うため、適正工期を確保すると年度をまたいだ工期設定が必
要であることから、債務負担行為により実施したい。

　漁業組合の漁期を考慮し適正工期を確保すると、年度をまたいだ工
期設定が必要であるため、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度また
いだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

295
単独河川改良事業
（天野川）

令和6年度 90,000 49,000 90,000 139,000
米原市清滝他、新
庄

296
単独河川改良事業
（高時川）

令和6年度 100,000 139,000 100,000 239,000
長浜市湖北高田町
他、長浜市余呉町
中河内他

297
単独河川改良事業
（長浜新川）

令和6年度 10,000 10,000 10,000 20,000 長浜市宮司町他

298
単独河川改良事業
（田川）

令和6年度 40,000 15,000 40,000 55,000 長浜市八木浜町他

299
単独河川改良事業
（米川）

令和6年度 10,000 2,000 10,000 12,000 長浜市北船町他

300
単独河川改良事業
（丁野木川）

令和6年度 55,000 60,000 55,000 115,000
長浜市湖北町安養
寺町他

301
単独河川改良事業
（土川）

令和6年度 40,000 20,000 40,000 60,000 米原市舟崎他

　河道計画検討に当たり、多数の関係機関との調整を行いながら設計
検討を行うため、適正工期を確保すると年度をまたいだ工期設定が必
要であることから、債務負担行為により実施したい。

　河道計画検討に当たり、多数の関係機関との調整を行いながら設計
検討を行うため、適正工期を確保すると年度をまたいだ工期設定が必
要であることから、債務負担行為により実施したい。

　遊水地整備の検討に当たり、地役権設定に関しての補償算定、登記
手続き等、必要な手続きの適正工期を確保すると、年度をまたいだ工
期設定が必要であることから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　瀬切れ対策にて設置したバーブ工のモニタリング調査をアユの遡上
期間に合わせて実施する必要があるため、年度をまたいだ工期設定が
必要であることから、債務負担行為により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

302
単独河川改良事業
（赤川）

令和6年度 30,000 21,000 30,000 51,000
長浜市木之本町廣
瀬他

303
単独河川改良事業
（岩熊川）

令和6年度 10,000 5,000 10,000 15,000
長浜市西浅井町塩
津浜他

304
単独河川改良事業
（大川）

令和6年度 50,000 32,000 50,000 82,000
長浜市西浅井町塩
津浜他

305
単独河川改良事業
（安曇川）

令和6年度 500,000 392,000 500,000 892,000
高島市安曇川町新
庄他

306
単独河川改良事業
（鴨川）

令和6年度 50,000 70,000 50,000 120,000
高島市安曇川町三
尾里他

307 みずべ・みらい再生事業 令和6年度 1,470,000 1,140,000 1,470,000 2,610,000 県内一円

308
受託河川事業
（真野川）

令和6年度 100,000 100,000 100,000 200,000 大津市真野五丁目

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　近接する圃場整備事業と関係機関協議調整を行いながら設計検討を
行うため、年度をまたいだ工期設定が必要であることから、債務負担行
為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

309
受託河川事業
（藤ノ木川）

令和6年度 50,000 50,000 50,000 100,000
大津市下阪本四丁
目

310
中規模堰堤改良事業
（日野川ダム）

令和6年度 20,000 7,310 20,000 27,310 日野町村井

311
中規模堰堤改良事業
（宇曽川ダム）

令和6年度 20,000 7,910 20,000 27,910 東近江市平柳町

312
中規模堰堤改良事業
（姉川ダム）

令和6年度 20,000 6,780 20,000 26,780 米原市曲谷

313
中規模堰堤改良事業
（余呉湖）

令和6年度 40,000 25,300 40,000 65,300
長浜市余呉町下余
呉他

314
中規模堰堤改良事業
（石田川ダム）

令和6年度 30,000 35,560 30,000 65,560 高島市今津町角川

315 長浜港船揚場等管理業務委託
令和5年度から
令和6年度まで

4,800 0 4,800 4,800 長浜市港町
　本業務は、施設管理にかかる業務を委託するもので、年度当初から
使用可能とする必要があるため。

　本事業は老朽化したダム設備等の更新・改良、高度な点検、より高精
度なダム運用のための検討等を行い、安全かつ的確なダム管理を期す
るための中規模堰堤改良事業を行うもので、事業に要する全体期間が
洪水期を避けることから２か年に及ぶため、債務負担行為により実施し
たい。

　本事業は老朽化したダム設備等の更新・改良、高度な点検、より高精
度なダム運用のための検討等を行い、安全かつ的確なダム管理を期す
るための中規模堰堤改良事業を行うもので、事業に要する全体期間が
洪水期を避けることから２か年に及ぶため、債務負担行為により実施し
たい。

　本事業は老朽化したダム設備等の更新・改良、高度な点検、より高精
度なダム運用のための検討等を行い、安全かつ的確なダム管理を期す
るための中規模堰堤改良事業を行うもので、事業に要する全体期間が
洪水期を避けることから２か年に及ぶため、債務負担行為により実施し
たい。

　非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度をま
たいだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

　本事業は老朽化したダム設備等の更新・改良、高度な点検、より高精
度なダム運用のための検討等を行い、安全かつ的確なダム管理を期す
るための中規模堰堤改良事業を行うもので、事業に要する全体期間が
洪水期を避けることから２か年に及ぶため、債務負担行為により実施し
たい。

　本事業は老朽化したダム設備等の更新・改良、高度な点検、より高精
度なダム運用のための検討等を行い、安全かつ的確なダム管理を期す
るための中規模堰堤改良事業を行うもので、事業に要する全体期間が
洪水期を避けることから２か年に及ぶため、債務負担行為により実施し
たい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

316
彦根港船舶揚降施設管理業務委
託

令和5年度から
令和6年度まで

3,300 0 3,300 3,300 彦根市松原町

317
補助通常砂防事業
（滝川）

令和6年度から
令和8年度まで

240,000 50,000 240,000 290,000 大津市北小松

318
補助通常砂防事業
（おぼろ池川支流）

令和6年度から
令和8年度まで

200,000 10,000 200,000 210,000 大津市滋賀里町

319
補助通常砂防事業
（穴太川）

令和6年度から
令和8年度まで

200,000 10,000 200,000 210,000 大津市穴太

320
補助通常砂防事業
（盛越川支流）

令和6年度から
令和8年度まで

200,000 10,000 200,000 210,000 大津市若葉台

321
補助通常砂防事業
（木戸川）

令和6年度から
令和8年度まで

270,000 10,000 270,000 280,000 大津市木戸

322
補助通常砂防事業
（モヘ谷）

令和6年度 10,000 5,000 10,000 15,000 野洲市北櫻

323
補助通常砂防事業
（葉山川支流）

令和6年度 10,000 6,500 10,000 16,500 栗東市安養寺

　本業務は、施設管理にかかる業務を委託するもので、年度当初から
使用可能とする必要があるため。

　地元調整が進んだことから、間断なく用地測量を行い早期に工事へと
着手する必要があるが、地権者数が多いため、用地測量を行うには次
年度にまたがる業務期間の設定が必要となる。このことから、債務負担
行為により実施したい。

　本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、適正
工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。

　本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、適正
工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。

　本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、適正
工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。

　本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、適正
工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。

　本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、適正
工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。

　地元調整が進んだことから、間断なく用地測量を行い早期に工事へと
着手する必要があるが、地権者数が多いため、用地測量を行うには次
年度にまたがる業務期間の設定が必要となる。このことから、債務負担
行為により実施したい。

38



R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

324
補助通常砂防事業
（金勝川支流）

令和6年度 20,000 19,000 20,000 39,000 栗東市上砥山

325
補助通常砂防事業
（中手川）

令和6年度から
令和7年度まで

130,000 5,978 130,000 135,978 甲賀市信楽町小川

326
補助通常砂防事業
（信楽川支流）

令和6年度 5,000 15,000 5,000 20,000 甲賀市信楽町長野

327
補助通常砂防事業
（西山川）

令和6年度から
令和7年度まで

160,000 20,000 160,000 180,000 湖南市三雲

328
補助通常砂防事業
（家棟川支流）

令和6年度 10,000 20,000 10,000 30,000 湖南市針

329
補助通常砂防事業
（中谷川支流）

令和6年度 10,000 15,000 10,000 25,000 甲賀市水口町岩坂

330
補助通常砂防事業
（堂山川）

令和6年度 20,000 20,000 20,000 40,000 甲賀市信楽町牧

331
補助通常砂防事業
（大山川支流）

令和6年度 10,000 20,000 10,000 30,000 湖南市菩提寺

332
補助通常砂防事業
（堂川）

令和6年度から
令和8年度まで

300,000 20,000 300,000 320,000 近江八幡市島町

　本業務は、関係業務との調整を行いながら詳細設計を行うため、年度
をまたいだ工期設定が必要である。このことから、債務負担行為により
実施したい。

　本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、適正
工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。

　本業務は、関係機関との調整を行いながら予備設計を行うため、年度
をまたいだ工期設定が必要である。このことから、債務負担行為により
実施したい。

　本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、適正
工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。

　本業務は、関係業務との調整を行いながら詳細設計を行うため、年度
をまたいだ工期設定が必要である。このことから、債務負担行為により
実施したい。

　本業務は、関係業務との調整を行いながら詳細設計を行うため、年度
をまたいだ工期設定が必要である。このことから、債務負担行為により
実施したい。

　本業務は、関係業務との調整を行いながら詳細設計を行うため、年度
をまたいだ工期設定が必要である。このことから、債務負担行為により
実施したい。

　本業務は、関係業務との調整を行いながら詳細設計を行うため、年度
をまたいだ工期設定が必要である。このことから、債務負担行為により
実施したい。

　本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、適正
工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

333
補助通常砂防事業
（鳴谷川支流）

令和6年度から
令和8年度まで

300,000 10,000 300,000 310,000 東近江市上平木町

334
補助通常砂防事業
（千手川）

令和6年度から
令和8年度まで

300,000 10,000 300,000 310,000 東近江市愛東外町

335
補助通常砂防事業
（長命寺川支流）

令和6年度 20,000 20,000 20,000 40,000
近江八幡市中之庄
町

336
補助通常砂防事業
（前川支流）

令和6年度 20,000 20,000 20,000 40,000 竜王町山面

337
補助通常砂防事業
（犬上川支流）

令和6年度 20,000 10,000 20,000 30,000 多賀町富之尾

338
補助通常砂防事業
（芹川支流）

令和6年度 10,000 10,000 10,000 20,000 多賀町来栖

339
補助通常砂防事業
（丹生川）

令和6年度から
令和8年度まで

360,000 30,000 360,000 390,000 米原市上丹生

340
補助通常砂防事業
（西谷）

令和6年度から
令和7年度まで

180,000 40,000 180,000 220,000
長浜市木之本町大
音

341
補助通常砂防事業
（滝谷川）

令和6年度から
令和7年度まで

180,000 10,000 180,000 190,000
長浜市西浅井町沓
掛

　本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、適正
工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。

　本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、適正
工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。

　本業務は、関係業務との調整を行いながら詳細設計を行うため、年度
をまたいだ工期設定が必要である。このことから、債務負担行為により
実施したい。

　本業務は、関係業務との調整を行いながら詳細設計を行うため、年度
をまたいだ工期設定が必要である。このことから、債務負担行為により
実施したい。

　地元調整が進んだことから、間断なく用地測量を行い早期に工事へと
着手する必要があるが、地権者数が多いため、用地測量を行うには次
年度にまたがる業務期間の設定が必要となる。このことから、債務負担
行為により実施したい。

　本業務は、関係機関との調整を行いながら予備設計を行うため、年度
をまたいだ工期設定が必要である。このことから、債務負担行為により
実施したい。

　本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、適正
工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。

　本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、適正
工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。

　本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、適正
工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

342
補助通常砂防事業
（八田部）

令和6年度 20,000 25,000 20,000 45,000
長浜市西浅井町八
田部

343
補助通常砂防事業
（赤川支流）

令和6年度 10,000 5,000 10,000 15,000
長浜市木之本町木
之本

344
補助通常砂防事業
（植谷）

令和6年度 20,000 30,000 20,000 50,000 高島市朽木大野

345
補助通常砂防事業
（知内川支流）

令和6年度から
令和8年度まで

360,000 80,000 360,000 440,000 高島市マキノ町浦

346
補助通常砂防事業
（正谷川）

令和6年度から
令和8年度まで

300,000 50,000 300,000 350,000 高島市マキノ町下

347
補助通常砂防事業
（安曇川支流）

令和6年度から
令和7年度まで

250,000 1,000 250,000 251,000 高島市朽木市場

348
補助通常砂防事業
（禅寺谷）

令和6年度から
令和7年度まで

230,000 11,000 230,000 241,000
高島市安曇川町田
中

349
補助通常砂防事業
（出山川）

令和6年度 20,000 25,000 20,000 45,000 高島市鵜川

350
補助通常砂防事業
（上所谷）

令和6年度 110,000 20,000 110,000 130,000 高島市朽木麻生

　本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、適正
工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。

　本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、適正
工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。

　地元調整が進んだことから、間断なく用地測量を行い早期に工事へと
着手する必要があるが、地権者数が多いため、用地測量を行うには次
年度にまたがる業務期間の設定が必要となる。このことから、債務負担
行為により実施したい。

　本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、適正
工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。

　地元調整が進んだことから、間断なく用地測量を行い早期に工事へと
着手する必要があるが、地権者数が多いため、用地測量を行うには次
年度にまたがる業務期間の設定が必要となる。このことから、債務負担
行為により実施したい。

　本業務は、関係機関との調整を行いながら予備設計を行うため、年度
をまたいだ工期設定が必要である。このことから、債務負担行為により
実施したい。

　地元調整が進んだことから、間断なく用地測量を行い早期に工事へと
着手する必要があるが、地権者数が多いため、用地測量を行うには次
年度にまたがる業務期間の設定が必要となる。このことから、債務負担
行為により実施したい。

　本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、適正
工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。

　本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、適正
工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

351
補助通常砂防事業
（和田打川支流２）

令和6年度から
令和8年度まで

300,000 10,000 300,000 310,000 高島市拝戸

352
補助通常砂防事業
（嶺上谷川）

令和6年度から
令和7年度まで

220,000 80,000 220,000 300,000 長浜市鍛治屋町

353
補助砂防総合流域防災事業
（中ノ池川支流）

令和6年度から
令和7年度まで

150,000 50,000 150,000 200,000 野洲市小篠原

354
補助砂防総合流域防災事業
（荘厳寺川支流）

令和6年度から
令和7年度まで

300,000 5,000 300,000 305,000 彦根市荘厳寺町

355
補助砂防総合流域防災事業
（十郎谷川）

令和6年度から
令和7年度まで

200,000 50,000 200,000 250,000 米原市大久保

356
補助砂防総合流域防災事業
（袋谷川）

令和6年度 70,000 10,000 70,000 80,000 大津市坂本五丁目

357
補助砂防総合流域防災事業
（板名古川）

令和6年度から
令和8年度まで

300,000 23,000 300,000 323,000 米原市下板並他

358
補助砂防総合流域防災事業
（劣化予測調査業務）

令和6年度 200,000 900 200,000 200,900 県内一円

359
補助砂防総合流域防災事業
（土砂・洪水氾濫調査業務）

令和6年度 50,000 900 50,000 50,900 県内一円

　本業務は、土砂・洪水氾濫発生の危険がある箇所を抽出する業務で
あり、手戻りなく調査から氾濫シミュレーションまでを一括して実施する
ためには、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務負担行
為により実施したい。

　本業務は、予防保全型維持管理を行うための業務であり、地域特性
や、施設を構成する材料特性についての調査から、特性毎の劣化傾向
の評価までを一括して実施する必要があることから、適正工期を確保す
るため、債務負担行為により実施したい。

　本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、適正
工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。

　本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、適正
工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。

　本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、適正
工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。

　本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、適正
工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。

　本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、適正
工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。

　本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、適正
工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。

　本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、適正
工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②

施工箇所 理 　　　　　　由番号 事　　項 期　間 限度額
費用支出年度区分 事業費計

①＋②

360
補助砂防総合流域防災事業
（情報基盤整備）

令和6年度 70,000 20,000 70,000 90,000
大津市京町四丁目
他

361
補助砂防総合流域防災事業
（基礎調査）

令和6年度 111,000 105,000 111,000 216,000 県内一円

362
補助地すべり総合流域防災事業
（劣化予測調査業務）

令和6年度 100,000 20,000 100,000 120,000 県内一円

363
補助急傾斜地崩壊対策事業
（大谷地区）

令和6年度 10,000 10,000 10,000 20,000 大津市大谷町

364
補助急傾斜地崩壊対策事業
（上田上桐生地区）

令和6年度から
令和7年度まで

200,000 10,000 200,000 210,000
大津市上田上桐生
町

365
補助急傾斜地崩壊対策事業
（葛川坊村１地区）

令和6年度から
令和7年度まで

120,000 30,000 120,000 150,000 大津市葛川坊村町

366
補助急傾斜地崩壊対策事業
（山中地区）

令和6年度から
令和7年度まで

160,000 10,000 160,000 170,000 大津市山中町

367
補助急傾斜地崩壊対策事業
（沖島２地区）

令和6年度から
令和7年度まで

150,000 48,000 150,000 198,000 近江八幡市沖島町

368
補助急傾斜地崩壊対策事業
（東沼波地区）

令和6年度 20,000 5,000 20,000 25,000 彦根市東沼波町

　本工事は、土砂災害の警戒のために設置している雨量監視局の無線
設備について、情報伝達強化を目的とした高速化等の改修を行う工事
であり、非出水期に施工が制限されることから、年度をまたいだ工期設
定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。

　本業務は、土砂災害防止法に基づき、おおむね５年ごとに行う土砂災
害警戒区域指定のための２巡目調査である。
　土砂災害リスク箇所の抽出業務完了後、基礎調査を実施するため、
基礎調査の発注が年度後半となり、適正工期確保のため、年度をまた
いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。

 　本業務は、予防保全型維持管理を行うための業務であり、地域特性
や、施設を構成する材料特性についての調査から、特性毎に劣化傾向
の評価までを一括して実施する必要があることから、適正工期を確保す
るため、債務負担行為により実施したい。

　地元調整が進んだことから、間断なく用地測量を行い早期に工事着
手する必要があるが、地権者数が多いため、年度をまたいだ工期設定
が必要である。このことから、債務負担行為により実施したい。

　本工事は、狭小な現場条件での崩壊土砂防止柵を実施する工事で
あり、適正工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となること
から、債務負担行為により実施したい。

　本工事は、狭小な現場条件での崩壊土砂防止柵を実施する工事で
あり、適正工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となること
から、債務負担行為により実施したい。

　本工事は、狭小な現場条件での擁壁工を実施する工事であり、適正
工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。

　本工事は、狭小な現場条件での高強度ネット待ち受け工を実施する
工事であり、適正工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要と
なることから、債務負担行為により実施したい。

　地元調整が進んだことから、間断なく用地測量を行い早期に工事着
手する必要があるが、地権者数が多いため、年度をまたいだ工期設定
が必要である。このことから、債務負担行為により実施したい。
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369
補助急傾斜地崩壊対策事業
（樋田地区）

令和6年度 20,000 5,000 20,000 25,000 多賀町樋田

370
補助急傾斜地崩壊対策事業
（寺師地区）

令和6年度から
令和7年度まで

150,000 30,000 150,000 180,000 長浜市寺師町

371
補助急傾斜地崩壊対策事業
（さくらが丘地区）

令和6年度から
令和7年度まで

180,000 30,000 180,000 210,000 米原市岩脇

372
補助急傾斜地総合流域防災事業
（比叡平地区）

令和6年度から
令和7年度まで

170,000 40,000 170,000 210,000 大津市比叡平

373
補助急傾斜地総合流域防災事業
（愛東外地区）

令和6年度から
令和7年度まで

200,000 10,000 200,000 210,000 東近江市愛東外町

374
補助急傾斜地総合流域防災事業
（白王地区）

令和6年度から
令和7年度まで

300,000 27,000 300,000 327,000 近江八幡市白王町

375
補助急傾斜地総合流域防災事業
（大杉地区）

令和6年度から
令和7年度まで

200,000 50,000 200,000 250,000 多賀町大杉

376
補助急傾斜地総合流域防災事業
（菅浦１地区）

令和6年度 10,000 5,000 10,000 15,000
長浜市西浅井町菅
浦

377
補助急傾斜地総合流域防災事業
（金居原地区）

令和6年度 10,000 5,000 10,000 15,000
長浜市木之本町金
居原

　本工事は、狭小な現場条件での吹付法枠工を実施する工事であり、
適正工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、
債務負担行為により実施したい。

　本工事は、狭小な現場条件での崩壊土砂防止柵を実施する工事で
あり、適正工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となること
から、債務負担行為により実施したい。

　本工事は、狭小な現場条件での崩壊土砂防止柵を実施する工事で
あり、適正工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となること
から、債務負担行為により実施したい。

　本業務は、関係業務との調整を行いながら実施するため、年度をまた
いだ工期設定が必要である。このことから、債務負担行為により実施し
たい。

　本業務は、関係業務との調整を行いながら実施するため、年度をまた
いだ工期設定が必要である。このことから、債務負担行為により実施し
たい。

　本業務は、関係業務との調整を行いながら実施するため、年度をまた
いだ工期設定が必要である。このことから、債務負担行為により実施し
たい。

　本工事は、狭小な現場条件での崩壊土砂防止柵を実施する工事で
あり、適正工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となること
から、債務負担行為により実施したい。

　本工事は、狭小な現場条件での崩壊土砂防止柵を実施する工事で
あり、適正工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となること
から、債務負担行為により実施したい。

　本工事は、狭小な現場条件での擁壁工を実施する工事であり、適正
工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。
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R５年度
①

R６年度
以降　②
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①＋②

378
補助急傾斜地総合流域防災事業
（劣化予測調査業務）

令和6年度 100,000 10,000 100,000 110,000 県内一円

379
補助砂防障害防止対策事業
（天川）

令和6年度 50,000 10,000 50,000 60,000
高島市今津町大供
他

380
単独通常砂防事業
（引ノ尻谷）

令和6年度 90,000 60,000 90,000 150,000 大津市葛川町居町

381
単独通常砂防事業
（光善寺川）

令和6年度 60,000 20,000 60,000 80,000 野洲市長島

382
単独通常砂防事業
（広谷川）

令和6年度 61,000 15,600 61,000 76,600 竜王町薬師

383
単独通常砂防事業
（早川）

令和6年度 90,000 20,000 90,000 110,000 彦根市野田山町

384
単独通常砂防事業
（和田打川支流）

令和6年度 10,000 3,000 10,000 13,000 高島市拝戸

385
単独通常砂防事業
（南川支流）

令和6年度 10,000 3,500 10,000 13,500 高島市拝戸

386
単独通常砂防事業
（滝谷川）

令和6年度から
令和7年度まで

11,000 1,000 11,000 12,000
長浜市西浅井町沓
掛

　本業務は、予防保全型維持管理を行うための業務であり、地域特性
や、施設を構成する材料特性についての調査から、特性毎に劣化傾向
の評価までを一括して実施する必要があることから、適正工期を確保す
るため、債務負担行為により実施したい。

　本工事は、演習場の訓練により生じた土地の裸地化による土砂流出
を軽減する工事であり、工事を一括発注することにより、全体工事費の
節減につながることから、債務負担行為により実施したい。

　本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、適正
工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。

　本工事は、出水期の施工が制限される天井河川の流路工事であり、
年度をまたいだ工期設定が必要である。このことから、債務負担行為に
より実施したい。

　本工事は、出水期の施工が制限される人家隣接地での流路工事であ
り、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことから、債務負担行
為により実施したい。

　本工事は、出水期の施工が制限される人家隣接地での流路工事であ
り、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことから、債務負担行
為により実施したい。

　本事業は用地測量を間断なく行い、工事へと着手する必要となること
から、地権者の立会を行いながら用地測量を行うため、年度にまたがる
業務期間の設定が必要である。このことから、債務負担行為により実施
したい。

　本事業は用地測量を間断なく行い、工事へと着手する必要となること
から、地権者の立会を行いながら用地測量を行うため、年度にまたがる
業務期間の設定が必要である。このことから、債務負担行為により実施
したい。

　本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、適正
工期確保のため、年度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務
負担行為により実施したい。
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387
単独通常砂防事業
（林慶寺裏谷）

令和6年度 23,000 34,000 23,000 57,000 高島市朽木麻生

388
単独通常砂防事業
（砂防関係施設調査設計業務）

令和6年度 60,000 60,000 60,000 120,000 県内一円

389
砂防維持補修
（劣化予測調査業務）

令和6年度 60,000 60,000 60,000 120,000 県内一円

390
受託砂防事業
（広谷川）

令和6年度 4,425 4,425 4,425 8,850 竜王町薬師

391
補助都市計画街路事業
（原松原線）

令和6年度 400,000 100,000 400,000 500,000
彦根市原町～松原
町

392
補助都市計画街路事業
（片岡栗東線）

令和6年度 100,000 60,000 100,000 160,000
守山市千代町～焔
魔堂町

393
補助都市計画街路事業
（本堅田衣川線）

令和6年度 100,000 20,000 100,000 120,000
大津市本堅田二丁
目～衣川三丁目

　砂防関係施設が整備されている地域は、急峻な地形であることが多
く、非出水期に施工が制限されることから、年度をまたいだ工期設定が
必要となるため、債務負担行為により実施したい。

　本事業は渋滞の解消および通学路の安全確保を目的とした車道の４
車線化および両側歩道の整備を実施するものである。
　支障物件等の移転に係る交渉が進捗し、令和５年度半ばに事業用地
の引き渡しを受けることができる見込みとなったことから、適正工期を確
保するために債務負担行為により実施したい。

　本事業は本堅田衣川線を拡幅するものである。
　橋梁拡幅および歩道橋設置に伴う迂回路工、橋梁拡幅工および道路
改良工を行うが、迂回路仮橋撤去が河川区域内工事となることから、非
出水期での施工を行う必要があるため、適正工期を確保するために債
務負担行為により実施したい。

　本業務は、事業効果の早期発現や業務の平準化を推進するため、年
度をまたいだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施
したい。

　本工事は、出水期の施工が制限される人家隣接地での流路工事であ
り、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことから、債務負担行
為により実施したい。

　本事業は渋滞緩和を目的としたトンネルによるバイパス整備および発
災時の物流確保のための電線共同溝整備を行うものである。
　原町交差点・古沢町交差点改良工事を実施するが、工事規模が大き
く長期間の工事となるため、適正工期を確保するために債務負担行為
により実施したい。
　また、電線共同溝を整備する区間において、河川を横断する箇所が
複数あり、非出水期に工事を実施する必要があることから、適正工期を
確保するために債務負担行為により実施したい。

　本工事は、出水期の施工が制限される人家隣接地での流路工事であ
り、年度をまたいだ工期設定が必要である。このことから、債務負担行
為により実施したい。
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394
補助都市計画街路事業
（比叡辻日吉線）

令和6年度 20,000 20,000 20,000 40,000
大津市坂本三丁目
～四丁目

395
単独都市計画街路事業
（下笠下砥山線）

令和6年度 10,000 13,000 10,000 23,000 栗東市小垣～目川

396
補助都市公園事業
（びわこ地球市民の森）

令和6年度 70,000 70,000 70,000 140,000 守山市水保町

397
補助都市公園事業
（春日山公園）

令和6年度 30,000 10,000 30,000 40,000 大津市真野谷口町

398

補助都市公園事業
（湖岸緑地（堅田雄琴地区、赤野
井吉川地区、曽根沼地区、山田
新浜地区、志那地区））

令和6年度 60,000 30,000 60,000 90,000
大津市衣川一丁目
ほか

399
補助都市公園事業
（金亀公園）

令和6年度 120,000 126,000 120,000 246,000 彦根市松原町

400
宅地建物取引業法事務データ入
力業務

令和5年度から
令和6年度まで

1,340 0 1,340 1,340 大津市京町四丁目

　令和３年８月の豪雨により、公園内の水路からの溢水により、周辺地
域で浸水が発生した。今後の豪雨に対し、再度の災害の防止を図り、
地域および園内の安全・安心を確保するため、水路の河道掘削工等の
豪雨対策を進めている。
　水路の掘削にあたり、出水期の施工ができず、また次の出水期までに
施工する必要があるため、適正工期を確保するために債務負担行為に
より実施したい。

　春日山公園において、老朽化した施設の更新に合わせて、駐車場の
バリアフリー化等、公園の改修を計画的に進めている。
　公園利用者の多い時期を避けて工事を行う必要があり、適正工期を
確保するために債務負担行為により実施したい。

　宅地建物取引業法事務データ入力業務 委託については、年間を通
じて宅地建物取引業の許認可に関するデータの登録を行っている。
　同許認可事務を滞りなく行うためには、年度当初から業務を行う必要
があり、適正な入札執行を行うために債務負担行為により実施したい。

　本事業は比叡辻日吉線の道路拡幅および歩道の整備を行うものであ
る。
　当工区内には工事支障物件が埋設されており、設計業務を進めてい
く上で埋設管理者との協議に相当の時間を要する。
 このため、適正工期を確保するために債務負担行為により実施した
い。

　本事業は幹線道路ネットワークを形成するバイパスを整備するもので
ある。
　当工区は整備対象路線沿道に近隣家屋が連坦しており、設計業務
等で地元調整が長期化することが想定されることから、適正工期を確保
するために債務負担行為により事業を実施したい。

　県が管理する都市公園施設は、公園施設長寿命化計画に基づき計
画的に修繕・更新を進めている。
　また、湖岸緑地においては、賑わいと活性化を目的とした再整備を計
画しており、各公園に不足する施設の整備を計画的に進めている。
　公園利用者の多い時期を避けて工事を行う必要があり、適正工期を
確保するために債務負担行為により実施したい。

　令和７年の国スポ・障スポ大会の開催に向けて、彦根総合スポーツ公
園（都市公園　金亀公園）の整備を進めている。
　公園内の施設整備（園路、駐車場、トイレ、植栽等）を切れ目なく施工
し、令和６年度末までに完成させることが必要になるが、事業規模が大
きく、適正工期を確保するために債務負担行為により実施したい。
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401
県営住宅建設事業
（今堀団地）

令和6年度 382,964 48,623 382,964 431,587 東近江市今堀町

402
受託建築事業
（琵琶湖モーターボート競走場）

令和6年度 215,000 24,000 215,000 239,000
琵琶湖モーター
ボート競走場

421 補助土木施設災害復旧事業 令和6年度 350,000 314,784 350,000 664,784
長浜市余呉町中河
内他

計 40,862,334 21,861,068 40,862,334 62,723,402

　令和４年８月の大雨による災害について、復旧工事に要する全体工
事期間が積雪期を避けることから２か年に及ぶため、債務負担行為によ
り実施したい。

　単年度での施工が困難な工事であり、年度をまたいだ工期設定が必
要となるため、債務負担行為により実施したい。

　工事契約後、現場施工（熱源改修）に12か月～15か月程度要すること
から年度をまたいだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実
施したい。
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